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第１ 社会福祉連携推進法人制度とは 

 

社会福祉連携推進法人（以下、「連携推進法人」という。）は、①社員の社会福祉に

係る業務の連携を推進し、②地域における良質かつ適切な福祉サービスを提供すると

ともに、③社会福祉法人の経営基盤の強化に資することを目的として、福祉サービス

事業者間の連携方策の新たな選択肢として創設されました。 

連携推進法人とは、２以上の社会福祉法人等の法人が社員として参画し、その創意

工夫による多様な取組を通じて、地域福祉の充実、災害対応力の強化、福祉サービス

事業に係る経営の効率化、人材の確保・育成等を推進しようとするものです。 

連携推進法人の設立により、同じ目的意識を持つ法人が個々の自主性を保ちながら

連携し、地域特性に応じた創意工夫ある新たなサービスの創出や、福祉人材の確保と

ともにその働きやすい職場環境の整備、物資調達の効率化など、規模の大きさを生か

した多様な取組が促進され、地域福祉の一層の推進、社会福祉法人の経営基盤の強化

等に資することが期待されるものです。 

連携推進法人の認定を受けようとするときは、あらかじめ一般社団法人を設立した

うえで、所轄庁に申請し連携推進認定を受けなければなりません。 

大津市が所轄庁となるのは、大津市内に主たる事務所が所在し、大津市域のみで業

務を行う場合になります。 

 

 

第２ 連携推進法人について 

  連携推進法人の社員の過半数は、社会福祉法人であることが必要で、社員は会費等

を支払い、議決権を行使します。 

  連携推進法人は、下記の６種の業務のうち、１つ以上を実施し、これを通じて、社

員は利益を受けます。 

 

１ 連携推進法人の業務 

 

社会福祉連携推進業務 具体例 

①  地域福祉支援業務 地域貢献事業の企画・立案、地域ニーズ調査の実施 

②  災害時支援業務 応急物資の備蓄・提供、被災施設利用者の移送、避難訓練 

③  経営支援業務 経営コンサルティング、財政状況の分析・助言、事務処理代行 

④  貸付業務 社会福祉法人である社員への貸付（※貸付毎に所轄庁の認定が必要） 

⑤  人材確保等業務 採用・募集の共同実施、人事交流の調整、研修の共同実施 

⑥  物資等供給業務 物資の一括調達、給食の供給 
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（1）地域福祉支援業務（社会福祉法（以下「法」という。）第 125 条第 1 号関係）  

次の①と②を満たす業務が、地域福祉支援業務に該当します。  

  

①  地域福祉の推進に係る取組を連携推進法人が支援するもの 

・  「地域福祉の推進に係る取組」とは、地域住民の福祉ニーズに対応する取組を

言い、法令に基づく事業に関連する取組に限らず、広く該当します。  

・ 連携推進法人は、社会福祉事業を行うことができない（法第 132 条第 4 項）た

め、「地域福祉の推進に係る取組」は、原則として、社員（社会福祉法人等）が

行います。（※例外あり…本頁下部）  

・ 連携推進法人は、これを支援するため、社員間の情報共有や連絡調整、ノウハ

ウの共有等といった連携強化のための業務を行います。  

  

② 当該取組を社員が共同して行うもの  

  

【地域福祉支援業務の例】  

地域福祉支援業務の内容については、いわゆる「地域における公益的な取組」を含

め、社員が行う地域福祉に関する取組を促進するなどの観点から、次のようなもの

が考えられます。  

・ 地域住民の生活課題を把握するためのニーズ調査の実施  

・ ニーズ調査の結果を踏まえた新たな取組の企画立案、支援ノウハウの提供  

・ 取組の実施状況の把握・分析  

・ 地域住民に対する取組の周知・広報  

・ 社員が地域の他の機関と協働を図るための調整  

・ 社員の経営する施設又は事業所（以下「施設等」という。）の利用者であって、

判断能力が不十分なもの等に対する法人後見  

  

（※）例外…連携推進法人が地域福祉の推進に係る取組を実施できる場合  

地域の福祉ニーズを踏まえつつ、連携推進法人が社員である社会福祉法人等を

支援する一環で、社会福祉を目的とする福祉サービス（社会福祉事業を除く。）

であって、先駆的なものや地域における供給量が著しく不足するもの等を行う場

合で、次のア及びイの要件をいずれも満たす場合には、実施の可否を、認定所轄

庁にご相談ください。  

ア 連携推進法人と社員の両方が当該福祉サービスを提供している  

イ 連携推進法人から社員へのノウハウの移転等を主たる目的とするなど、連

携推進法人が福祉サービスを実施することが社員への支援に当たる  

  

 （2）災害時支援業務（法第 125 条第２号関係）  

次の①から③までを全て満たす業務が、災害時支援業務に該当します。  

  

① 災害が発生した場合において、社会福祉事業を経営する社員が提供する福祉サー

ビスの利用者の安全を確保するための取組  
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・ 「災害」とは、自然災害に限らず、感染症の発生等の危機的状況も含みます。  

・ 「社会福祉事業を経営する社員が提供する福祉サービス」とは、社会福祉事業を

経営する社員が提供する福祉サービスを言う。社会福祉事業に限らず、例えば、

避難所として受け入れた被災者等に対する支援も含みます。  

  

② 当該取組を社員が共同して行うもの 

  

③  当該取組を連携推進法人が支援するもの  

「支援」とは、社員が提供する福祉サービスの利用者の安全を確保するための取

組に対する、社員間の情報共有や連絡調整、人材や物資の融通等といった支援を

言います。  

  

【災害時支援業務の例】  

災害時支援業務の内容については、災害時において、社員が提供する福祉サービス

の事業継続性の確保や相互支援体制の整備などを図る観点から、例えば 次のような

ものが考えられます。  

・ 災害時支援ニーズの事前把握  

・ いわゆる業務継続計画の策定や避難訓練の実施  

・ 被災した社員の経営する施設等（以下「被災施設等」という。）に対する被害状

況調査の実施  

・ 被災施設等に対する応急的な物資の備蓄・提供  

・ 被災施設等の利用者の他施設への移送の調整  

・ 被災施設等で不足する人材の応援派遣の調整  

・ 地方公共団体との連絡・調整  

・ 感染症対策の実施  

  

【留意点】  

災害時支援業務の実施に当たって、連携推進法人及びその社員は、常に連携推進法

人の活動区域内の地方公共団体（認定所轄庁以外の地方公共団体を含む。以下同じ。）

と連携し、これらの対策と調和が保たれるよう努めてください。 

  

（3）経営支援業務（法第 125 条第３号関係）  

次の①及び②を全て満たす業務が、経営支援業務に該当します。  

  

①  社員が経営する社会福祉事業の経営方法に関する知識の共有を図る取組 

・ 「社員が経営する社会福祉事業の経営方法に関する知識の共有」とは、特定の

社員が持つ経営方法に関する知識を共有することに限らず、社会福祉事業の経

営ノウハウを共有するなどの取組も該当します。  

・ 「知識」とは、社会福祉事業の経営を確立するためには幅広い 知識が求められ

ることから、直接的に社会福祉事業に関わる知識に限定されない。  
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②  当該取組を連携推進法人が支援するもの 

「支援」とは、当該取組の実施に当たって行う、社員間の連絡調整、社員へのコ

ンサルティング等を言います。  

  

【経営支援業務の例】  

経営支援業務の内容については、社員の経営の適正化又は効率化などを支援する観

点から、例えば次のようなものが考えられます。  

・ 社員に対する経営ノウハウ等に関するコンサルティングの実施  

・ 賃金テーブルの作成等人事・給与システムに関するコンサルティングの実施  

・ 社員の財務状況の分析・助言  

・ 社会福祉法人会計に関する研修の実施等適正な財務会計の構築に向けた支援  

・ 社員の特定事務に関する事務処理の代行  

・ 社員の施設等における外国人材の受入れ支援（介護職種に係る技能実習の監理団

体として行う業務に限る。）  

  

【留意点】  

経営支援業務は、関係法令に違反しない範囲で行う必要があります。  

例えば、租税に関する申告や書類の作成等は税理士法により、労働基準法や職業安

定法等に基づく書類の作成や手続等は社会保険労務士法により、連携推進法人が行

うことはできません。  

 

（4）貸付業務（法第 125 条第４号関係）  

次の①及び②を全て満たす業務が、貸付業務に該当します。  

  

① 社会福祉法人である社員に対する貸付け 

  

② 当該貸付けに係る原資は、貸付けを受ける社員以外の社会福祉法人である社員か

ら連携推進法人に対して貸付けを受けたものである 

  

【留意点】  

・ 貸付業務を行う場合の契約の締結方法については、次の①及び②のとおりとする。  

 

① 貸付原資を連携推進法人に提供する社員（以下「貸付原資提供社員」という。）

と連携推進法人との間の金銭消費貸借契約、連携推進法人と貸付けを受ける社会

福祉法人である社員（以下「貸付対象社員」という。）との間の金銭消費貸借契約

を、それぞれ締結する 

 

② 貸付資金が返済不能になる場合に備え、返済不能時の資金回収手続や、回収資金

分配等の処理について、私法上の契約を締結する 

  

・ 貸付業務は、民間金融機関による融資や独立行政法人福祉医療機構等による政策
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融資の補完的な役割を担うものである。  

  

・ 金銭消費貸借契約等について、連携推進法人の社員は、特別の利害関係を有する

社員が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされた場合、一般社

団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「一般法人法」という。）第 266 条の

規定に基づき、裁判所に社員総会等の決議の取消しの訴えが提起できます。  

  

・ 貸付業務の実施に当たっては、上記のほか、別紙１の「貸付業務の実施方法」に

従い行ってください。  

  

（5）人材確保等業務（法第 125 条第５号関係）  

次の①及び②のいずれかに該当する業務が、人材確保等業務に該当します。  

  

① 社員が経営する社会福祉事業の従事者の確保のための支援  

次のような多様な取組が含まれます。  

・ 新たな従事者の募集や採用、外国人材の受入れの調整等多様な人材の確保のため

の取組  

・ 社員間の人事交流の支援等既存の従事者が職場に定着するための取組  

・ 学生に対する職場体験の調整等福祉の仕事の魅力を発信するための取組  

  

② 社員が経営する社会福祉事業の従事者の資質の向上を図るための研修  

  

【人材確保等業務の例】  

人材確保等業務の内容については、社員が提供する福祉サービスの従事者の確保、

その職場への定着、資質の向上などを図る観点から、例えば次のようなものが考え

られます。  

・ 社員合同での採用募集  

・ 出向等社員間の人事交流の調整  

・ 賃金テーブルや初任給等の社員間の共通化に向けた調整  

・ 社員の施設等における職場体験、現場実習等の調整  

・ 社員合同での研修の実施  

・ 社員の施設等における外国人材の受入れ支援（経営支援業務である介護職種に係

る技能実習の監理団体として行う業務を除く。）  

  

【留意点】  

・ 人材確保等業務は、労働関係法令に抵触しない方法で行う必要があります。例え

ば、連携推進法人が自ら求人及び求職の申込みを受け、社員である法人との間の

雇用関係の成立をあっせんすることは職業安定法に定める職業紹介事業に該当し、

連携推進法人と従業員とが雇用契約を締結し、当該従業員を社員である法人の指

揮命令において当該社員の下で労働に従事させることは、労働者派遣事業の適正

な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（以下「労働者派遣法」とい
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う。）に定める労働者派遣事業に該当するものであり、職業紹介事業又は労働者派

遣事業を行う場合は、別途職業安定法又は労働者派遣法の規定に基づき、適正な

手続により許可を得る必要があります。  

・ 社員が連携推進法人に対し、社会福祉事業に従事する労働者の募集を委託する場

合には、別紙２の「委託募集の特例の実施方法」に従い行ってください。 

 

（6）物資等供給業務（法第 125 条第６号関係）  

次の①及び②を全て満たす業務が、物資等供給業務に該当します。  

 

① 社員が経営する社会福祉事業に必要な設備又は物資である 

  

② 当該設備又は物資を連携推進法人が供給する 

・ 「供給」には、連携推進法人が一括調達して社員に供給することのほか、連携推

進法人が生産して社員に供給することを含みます。  

・ 社員からの委託を受けて、社員の施設等で提供される給食の供給を行うことも含

みます。この場合、食品衛生法等の関係法令を遵守してください。 

  

【物資等供給業務の例】  

物資等供給業務については、社員の物資調達に係る費用の効率化、事務負担の軽

減などを図る観点から、例えば次のような内容が考えられます。  

・ 紙おむつやマスク、消毒液等の衛生用品の一括調達  

・ 介護ベッドや車いす、リフト等の介護機器の一括調達  

・ 介護記録の電子化等 ICT を活用したシステムの一括調達  

・ 社員の施設等で提供される給食の供給  

   

（7）社会福祉連携推進業務以外の業務（法第 132 条第３項・第４項関係）  

社会福祉連携推進業務以外の業務（以下「その他業務」という。）については次の

①から④までの要件を満たす場合は、行って差し支えありません。  

 

① 社会福祉連携推進業務に関連する業務である 

 

② 事業規模が、連携推進法人全体の事業規模の過半に満たない 

 

③ 「その他業務」を行うことによって、社会福祉連携推進業務の実施に支障を及ぼ

すおそれがない 

 

④ 社会福祉事業その他社会福祉を目的とする福祉サービス事業ではない  

  

【その他業務の例】  

・ 社員以外に社会福祉連携推進業務と同様のサービスを提供すること  

・ 広く社会一般を対象とした調査研究、出版等の業務  
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 【留意点】  

・ 「その他業務」の内容に特段の制約はないが、連携推進法人の社会的信用を傷つ

けるおそれのあるもの又は投機的なものは、適当ではない。  

・ 当該業務から得られた収益は、社会福祉連携推進業務に充当すること 

 

２ 連携推進法人の組織機関 

 

機関名 構成 役割 

社員総会 全社員 法人運営に係る重要事項の議決機関 

理事会 
理事６名以上、監事２名以上 

理事の中から代表理事を選出 
業務執行機関 

社会福祉連携推進評議会 ３名以上 事業計画等への意見具申・評価機関 

会計監査人 一定規模以上の法人のみ 外部監査機関 

 

３ 連携推進法人の業務運営 

   

（1）連携推進法人の名称 

 

①  連携推進法人は、その名称中に「社会福祉連携推進法人」の文字を用いなけれ

ばなりません。 

②  「社会福祉連携推進法人」の名称が悪用されることを防ぐため、Ⅰ名称変更時

の登記の申請書には、社会福祉連携推進認定を受けたことを証する書面を添付し

なければならず、Ⅱ連携推進法人でない者は、その名称又は商号中に「社会福祉

連携推進法人」であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならず、Ⅲ連携

推進法人は、不正の目的をもって、他の連携推進法人であると誤認されるおそれ

のある名称又は商号を使用してはならないこととされています。 

 

（2）業務運営の基本方針 

 

連携推進法人は、社会福祉法人を始め、社会福祉事業を経営する法人の社会福祉

に係る業務の連携を推進して、地域において良質かつ適切な福祉サービスの提供又

は社会福祉法人の経営基盤の強化を図ることを目的としており、その業務を通じ、

社員の経営等が強化され、その効果が地域に波及していくことにより、もって公益

性の確保にも資するものです。 

したがって、連携推進法人の業務運営に当たっては、社会福祉連携推進業務の推

進及び運営の透明性を図り、連携推進法人としての役割を積極的に果たすよう努め

なければなりません。 
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（3）業務運営に係る費用 

 

①  連携推進法人の業務運営に係る費用は、社員からの会費等により賄われるもの

です。 

②  社員からの会費等の徴収に当たっては、その使途及び金額について、理事会で

決議した上で社員総会において承認を得ることが必要です。 

③  会費については、連携推進法人の本部運営のための事務所使用料や決算費用等

の管理経費のほか、業務ごとに必要となる運営費用に充てることも可能であるが、

業務ごとに参画する社員が異なる場合は、費用負担の公平性を考慮し、当該業務

に参画する社員から、別途業務委託費を徴収することや、各業務において得られ

た収益等により確保してください。  

 

（4）業務運営の実施体制 

 

①  連携推進法人は、社会福祉連携推進業務及びその他業務を実施するために、必

要な人員体制及び設備・備品を確保してください。  

②  連携推進法人の職員と、社員の職員とを兼務することは、関係法令に違反しな

い範囲で可能であるが、この場合の人件費支出は、勤務時間数等により、適切に

按分してください。  

③  社員の施設等における事務室等の設備を共用することについても、関係法令に

違反しない範囲で可能です。  

④ 連携推進法人の運営費用は、会費等により賄われるものであることから、土地・

建物等の高額な不動産を保有することは基本的には想定されないが、社員以外か

らの寄附等により、社員に対し過度に負担を転嫁せず、連携推進法人が実施する

業務に必要な範囲において、不動産を保有することを妨げるものではありません。  

⑤  連携推進法人が保有する財産の管理は、安全・確実な方法で行ってください。

なお、株式投資又は株式を含む信託投資等による管理運用も差し支えないが、株

式の取得は、公開市場を通してのもの等に限られます。  

 

（5）社員の義務 

 

連携推進法人の社員のうち、社会福祉事業を経営する法人は、その提供する福祉

サービスに係る業務を行うに当たり、その所属する連携推進法人の社員である旨を

明示しておかなければなりません。 

また、社員は、一般法人法第 27条の規定に基づき、定款で定めるところにより、

連携推進法人に対し、経費を支払う義務を負います。 

 

（6）社会福祉連携推進評議会の運営 

 

①  社会福祉連携推進評議会は、評議会による意見具申及び業務評価（別記様式１）

に係る議論を行うため、少なくとも毎年度１回以上は開催しなければなりません。 
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②  社会福祉連携推進評議会は、毎会計年度における決算に係る理事会の開催後か

ら定時社員総会までの間に行うことを基本とします。 

③  連携推進法人は、社会福祉連携推進評議会により具申された意見を尊重しなけ

ればなりません。（法第 136条第 2 項） 

④ 社会福祉連携推進評議会による意見の内容及び、意見具申及び業務評価に係る

社会福祉連携推進評議会の議事の内容については、社員総会に報告しなければなり

ません。 

 

（7）社会福祉連携推進目的事業財産等 

 

①  連携推進法人は、次のⅠからⅦまでに掲げる財産につき、正当な理由がある場

合を除き、社会福祉連携推進業務を行うために使用し、又は処分しなければなり

ません。 

Ⅰ 社会福祉連携推進認定を受けた日以後に寄附を受けた財産（寄附をした者が

社会福祉連携推進業務以外のために使用すべき旨を定めたものを除く。） 

Ⅱ 社会福祉連携推進認定を受けた日以後に交付を受けた補助金その他の財産

（財産を交付した者が社会福祉連携推進業務以外のために使用すべき旨を定

めたものを除く。） 

Ⅲ 社会福祉連携推進認定を受けた日以後に行った社会福祉連携推進業務に係る

活動の対価として得た財産 

Ⅳ 社会福祉連携推進認定を受けた日以後に行ったその他業務から生じた収益に

100分の 50を乗じて得た額に相当する財産 

Ⅴ 前各号に掲げる財産を支出することにより取得した財産 

Ⅵ 社会福祉連携推進認定を受けた日の前に取得した財産であって、同日以後に

財産目録、貸借対照表等において、社会福祉連携推進業務の用に供するもので

ある旨を表示した財産 

Ⅶ 前各号に掲げるもののほか、当該連携推進法人が社会福祉連携推進業務を行

うことにより取得し、又は社会福祉連携推進業務を行うために保有していると

認められるものとして次のアからクまでに掲げる財産  

ア 社会福祉連携推進認定を受けた日以後に社員から徴収した経費のうち、会

費など、その徴収に当たり使途が定められていないものの額に100分の50を

乗じて得た額に相当する財産  

イ 社会福祉連携推進認定を受けた日以後に社員から徴収した経費のうち、そ

の徴収に当たり社会福祉連携推進業務に使用すべき旨が定められているも

のの額に相当する財産  

ウ 社会福祉連携推進認定を受けた日以後に社会福祉連携推進目的保有財産

（社会福祉法施行規則（以下「施行規則」という。）第40条の10第４項第２

号に規定する「社会福祉連携推進目的保有財産」をいう。以下同じ。）から

生じた収益に相当する財産  

エ 社会福祉連携推進目的保有財産を処分することにより得た額に相当する

財産  
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オ 社会福祉連携推進目的保有財産以外の財産とした社会福祉連携推進目的

保有財産の額に相当する財産  

カ 前各号に掲げる財産を支出することにより取得した財産  

キ 社会福祉連携推進認定を受けた日以後にアからオまで及びこの①のⅠか

らⅣまでに掲げる財産以外の財産を支出することにより取得した財産であ

って、同日以後に財産目録、貸借対照表又はその附属明細書において、社会

福祉連携推進業務の用に供するものである旨を表示した財産  

ク 当該連携推進法人の定款又は社員総会において、社会福祉連携推進業務の

ために使用し、又は処分する旨を定めた額に相当する財産  

②  ①の「正当な理由がある場合」とは、次のⅠからⅢまでに掲げる場合をいうも

のであり、この場合、法第137条は適用されないものです。（施行規則第40条の10

第１項）  

Ⅰ 善良な管理者の注意を払ったにもかかわらず、財産が滅失又は毀損した場合  

Ⅱ 財産が陳腐化、不適応化その他の理由によりその価値を減じ、当該財産を破

棄することが相当な場合  

Ⅲ 連携推進法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成

18年法律第49号。以下「公益認定法」という。）第４条の規定による認定を受

けた法人である場合 

  

（8）会計処理 

  

①  連携推進法人の会計処理は、社会福祉連携推進法人会計基準（令和３年厚生労

働省令第 177 号）の規定に従って行わなければなりません。 

② 連携推進法人の会計年度は、４月１日に始まり、翌年３月 31日に終わるもので

す。 

 

（9）役員報酬等基準の策定 

 

① 連携推進法人は、役員に対する報酬等（報酬、賞与その他の職務執行の対価とし

て連携推進法人から受ける財産上の利益をいう。以下同じ。）について、民間事業

者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該連携推進法人の経理の状況等を考慮して、

不当に高額なものとならないような支給の基準（以下「役員報酬等基準」という。）

を定めなければなりません。 

② 役員報酬等基準の策定又は変更は、社員総会の承認を受けなければなりません。 

③ 役員に対する報酬等の支給は、役員報酬等基準に従い行わなければなりません。 

 

（10）計算書類等の作成、備置き及び閲覧 

 

① 連携推進法人は、次のⅠからⅢまでに掲げる書類（③において「備置書類」とい

う。）を作成し、それぞれに掲げる期間、その主たる事務所及び従たる事務所に備

え置かなければなりません。 
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Ⅰ 定款 

期間の定めなく常時 

Ⅱ 各事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び損益計算書をいう。以下同じ。）

及び事業報告並びにこれらの附属明細書（以下「計算書類等」という。）、監査

報告、会計監査報告 

定時社員総会の２週間前の日（一般法人法第 58条第１項の規定により、社員

総会の決議の省略を行う場合にあってはその提案があった日）から５年間（従

たる事務所にあってはその写しを３年間） 

Ⅲ 財産目録、役員等名簿、役員報酬等基準、別に定める法人現況報告書（法第

138条により準用される第 45条の 34第１項第４号に規定する事業の概要その

他の事項を記載した書類をいう。以下同じ。）、社会福祉連携推進方針、社会福

祉連携推進評議会による評価結果 

５年間（従たる事務所にあってはその写しを３年間） 

② ①のほか、一般法人法第 32条の規定により、社員名簿につき、主たる事務所に

常時備え置くとともに、社員は、理由を明らかにして閲覧又は謄写の請求ができ

ます。 

③  備置書類については、何人も閲覧等の請求を行うことができます。 

なお、社員及び債権者に対しては、当該閲覧等の請求に応じる義務があるもの

であり、その他の者からの請求については正当な理由なく拒んではなりません。 

また、備置書類が書面によって作成されているときは書面で、電磁的記録をも

って作成されているときは、当該電磁的記録の閲覧の請求ができます。（施行規則

第２条の３及び第２条の５） 

 

（11） 情報公表 

 

① 連携推進法人は、次のⅠからⅣまでに掲げる書類につき、それぞれ掲げる場合 

の区分に応じ、遅滞なく当該書類を公表しなければなりません。 

Ⅰ 定款 

法第 139条第１項の規定により定款変更の認可を受けたとき又は同条第３項

の規定により定款変更の届出をしたとき 

Ⅱ 役員報酬等基準 

法第 138条第１項において準用する第 45条の 35第２項の規定により社員総

会の承認を受けたとき又は法 144条により準用される第 59 条の規定により認定

所轄庁に届け出たとき 

Ⅲ 計算書類、役員等名簿、法人現況報告書、社会福祉連携推進評議会による評

価結果 

法 144条により準用される第 59条の規定により認定所轄庁に届け出たとき 

Ⅳ 社会福祉連携推進方針 

法第 125条の規定により社会福祉連携推進認定を受けたとき又は法第 140条

の規定により社会福祉連携推進方針の変更に係る認定所轄庁の認定を受けたと

き 
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② ①の書類の公表は、別に定めるところにより、インターネットの利用により行

います。 

 

（12）退社 

 

①  一般法人法第 28条の規定により、定款において別段の定めがある場合を除き、

社員はいつでも退社できます。 

② ①にかかわらず、現に連携推進法人から貸付けを受けている社員については、

社員総会において社員全員の同意を得なければ、退社できない旨、定款において

別段の定めを置くことが望ましいです。 

③  一般法人法第 29条の規定により、次のⅠからⅣまでに掲げる事由によって、

社員は強制的に退社することになります。 

Ⅰ 定款で定めた事由の発生 

Ⅱ 総社員の同意 

Ⅲ 社員である法人の解散 

Ⅳ 一般法人法第 30条の規定による除名 

 

（13）解散及び清算 

 

①  連携推進法人は、一般法人法第 148条の規定により、次のⅠからⅥまでに掲げ

る事由によって解散します。 

Ⅰ 定款で定めた存続期間の満了 

Ⅱ 定款で定めた解散の事由の発生 

Ⅲ 社員総会の決議 

Ⅳ 社員が欠けたこと 

Ⅴ 破産手続開始の決定 

Ⅵ 裁判所による解散命令 

② 連携推進法人が解散した場合、一般法人法第 206条の規定により、清算をしな

ければなりません。 

その際、清算人は、遅滞なくその旨を認定所轄庁に届け出なければなりません。 

③  清算をする連携推進法人は、一般法人法第 207条の規定により、清算の目的の

範囲内において、清算を結了するまではなお存続するものとみなされます。 

④  その他法第 141条の規定により、連携推進法人の解散及び清算については、法

第 46条の２（破産手続の開始）、第 46 条の６第４項及び第５項（清算人の就任）、

第 47条の４（裁判所による監督）、第 47条の５（清算結了の届出）、第 47条の

６（検査役の選任）の社会福祉法人に係る規定がそれぞれ準用されます。 

 

（14） 残余財産の帰属先 

 

①  社会福祉連携推進認定の取消しを受けた場合又は連携推進法人が解散する場

合の残余財産の帰属先については、一般法人法第 239条第１項の規定により、定



  13   

 

款の定めるところによるものであるが、連携推進法人の業務の性質に鑑み、国、

地方公共団体、他の連携推進法人又は社会福祉法人（社員を除く。）の全部又は

いずれかとし、これを定款に定めなければなりません。 

② 社員に対し、剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め

は、一般法人法第 11条第２項の規定により、その効力を有しないものです。 

 

（15）その他 

 

連携推進法人は、社会福祉連携推進業務の遂行に必要な範囲で、社員総会等を

通じて、社員との間で定期的に情報共有することが望ましいものです。 

その際、個人情報を扱う場合には、個人情報の保護に関する法律（平成 15年

法律第 57号）等の関連法令に則り、あらかじめ個人情報保護規程を定めるなどに

より、適切に管理する必要があります。なお、社員の施設等の利用者に係る個人

情報については、原則として、それぞれの社員において管理されるべきです。 
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第３ 連携推進法人の認定等の手続き 

【認定までのフロー】 

一般社団法人の設立準備 

定款の内容や役員体制、役員報酬や会費の在り方、業務内容等について検討 

※連携推進法人の認定基準を踏まえたものにするため、この段階から大津市に

相談してください。 

       ⇓ 

公証人による定款の認証 原始定款を策定し、公証人による認証を受けます。 

       ⇓ 

設立時役員の調査 
設立時役員は、選任後遅滞なく、当該一般社団法人の設立手続きが法令又は定

款に違反していないかを調査します。 

       ⇓ 

一般社団法人の設立登記 
 

       ⇓ 

設立時社員総会 
社会福祉連携推進方針や役員報酬規程、会費規程、当該一般社団法人の成立の

日における貸借対照表等を承認します。 

       ⇓ 

--------------------------- 以下が、認定に当たっての大津市への手続き等 

社会福祉連携推進審査の申請 

大津市に対し、社会福祉連携推進審査を申請します。 

申請に当たっては、申請書に加え、定款、社会福祉連携推進方針その他社会福

祉法施行規則に定める認定申請の添付書類と同様のものを添付してください。 

       ⇓ 

社会福祉連携推進認定の申請 審査に合格した場合、社会福祉連携推進認定申請書を提出してください。 

       ⇓ 

社会福祉連携推進認定 大津市は、認定を通知し、その旨を公示します。 

       ⇓ 

名称変更登記 

一般社団法人の名称から、社会福祉連携推進法人の名称への変更を登記します。 

※法務局への名称変更登記の申請に当たっては、社会福祉連携推進認定を受け

たことを証する書面の添付が必要です。 
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 連携推進法人の認定に当たっては、まず一般社団法人として設立した上で、大津市

に連携推進認定を申請します。大津市が認定の基準を満たしていると判断し、認定を

通知し、公示をした後に、一般社団法人が社会福祉連携推進法人の名称への変更登記

が出来た時点で完了します。 

 大津市では、連携推進認定申請の前に、連携推進審査申請書（別記様式２）を提出

していただき、審査に合格した場合に連携推進認定申請書（別記様式６）の提出をし

ていただきます。 

 

１ 審査申請 

 

（1） 社会福祉連携推進審査を受けようとする場合には、次の①から⑬までに掲げる申

請書類を大津市に提出してください。 

① 申請書 

② 定款 

③ 社会福祉連携推進方針 

④ 登記事項証明書 

⑤ 役員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類 

⑥ 法第 127条各号に規定する認定基準のいずれにも適合することを証する書類 

⑦ 法第 128条各号に規定する欠格事由のいずれにも該当しないことを証する書類 

⑧ 社会福祉連携推進評議会の構成員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類 

⑨ 社員の名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類 

⑩ 役員・社会福祉連携推進評議会の構成員の履歴書及びその就任に係る承諾書類 

⑪ 認定申請段階において当該社会福祉連携推進法人に帰属すべき財産の財産目録 

⑫ 認定申請を行う会計年度及びその次の会計年度における事業計画書及びこれに

伴う収支予算書 

⑬ その他認定所轄庁が必要と認める書類 

（2） （1）の書類の提出に当たって、（1）の①にあっては別記様式２に、③にあって

は別記様式３に、⑥にあっては別記様式４に、⑦にあっては別記様式５を使用して

ください。 

（3） （1）の申請に当たっては、副本１通を添付してください。 

（4） 社会福祉連携推進認定を受けるためには、一般社団法人としての法人格が必要と

なりますが、一般社団法人の設立に当たっては、一般法人法及び同法に基づく関係

法令の定めによるものです。 

このため、社会福祉連携推進審査に当たっては、次の①から④までに掲げる手続

を経る必要があります。 

① 定款を作成し、公証人の認証を受けること 

② 設立時役員の選任を行うこと 

③ 設立時役員が、設立手続の調査を行うこと 

④ 設立時代表理事が、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に設

立の登記の申請を行うこと 

（5） １の地域に、複数の連携推進法人が認定されることを妨げるものではありません。 
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２ 社会福祉連携推進方針 

 

（1） 社会福祉連携推進方針には、次の①から④までに掲げる事項その他必要事項を記

載し、社員総会の決議を経なければなりません。 

① 社員の氏名又は名称 

② 社会福祉連携推進区域の範囲 

③ 社会福祉連携推進業務の内容 

④ 貸付業務に係る事項 

・ 貸付対象社員の名称 

・ 貸付金額 

・ 貸付けの契約日 

・ 貸付対象社員における重要事項に係る決定の確認方法 

（2） 「社会福祉連携推進区域の範囲」については、大津市が所轄庁の場合、大津市に

限るものです。 

（3） 「社会福祉連携推進業務の内容」については、社会福祉連携推進業務の種類ごと

に、当該連携推進法人において行われる業務の内容を具体的に記載してください。 

（4） 「貸付業務に係る事項」については、これを行おうとする場合のみ記載してくだ

さい。よって、当初の認定申請の段階において貸付業務を行う予定がない場合には、

記載不要です。 

また、認定後において新たに貸付業務を行おうとする場合には、８に規定する社

会福祉連携推進方針の変更が必要となります。 

 

３ 認定基準 

 

（1） 法人設立の目的について 

定款上、次の①及び②のいずれもが記載されているとともに、社会福祉連携推進

業務に係る事業費率が過半を占めていなければなりません。 

① 社員の社会福祉に係る業務の連携を推進する旨 

② それにより、地域における良質かつ適切な福祉サービスの提供及び社会福祉法 

人の経営基盤の強化に資する旨 

（2） 社員の構成について 

令和３年１１月１２日付社援発１１１２第１号社会福祉連携推進法人の認定等に

ついての厚生労働省通知の別添の社会福祉連携推進法人認定・運営基準（以下「基

準」という。）第３の２の（１）を満たしていること。 

（3） 社会福祉連携推進業務を適切かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的

基礎について 

基準第３に規定する組織機関が全て備わり、かつ基準第４の４に規定する業務運

営の実施体制が確保されているとともに、会費等により、少なくとも認定申請を行

う会計年度及びその次の会計年度において事業支出に相当する収入が確保される見

通しがあること。 

 



  17   

 

（4） 社員の資格の得喪について 

定款等において、社員の資格の得喪に関し、連携推進法人の目的に照らして、不当

に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付していないこと。 

（5） 定款の記載事項について 

定款の記載事項については、一般法人法第 11 条第１項に掲げる事項（目的、名称、

主たる事務所の所在地、設立時社員の名称及び住所、社員の資格の得喪に関する規

定、公告方法、事業年度）のほか、次の①から⑬までに掲げる事項を記載し、又は

記録していることが必要であり、別紙３の定款例を参照し、作成してください。 

① 社員の議決権に関する事項 

② 役員に関する事項 

③ 代表理事に関する事項 

④ 理事会を置く旨及びその理事会に関する事項 

⑤ その事業の規模が政令で定める基準を超える一般社団法人の記載事項 

⑥ 社会福祉連携推進評議会に関する事項 

⑦ 貸付けを受ける社会福祉法人である社員が別紙１の６の（４）の①から⑥までに

掲げる事項を決定するに当たって、あらかじめ当該一般社団法人の承認を受けな

ければならないこととする旨 

⑧ 資産に関する事項 

⑨ 会計に関する事項 

⑩ 解散に関する事項 

⑪ 社会福祉連携目的取得財産残額は国又は地方公共団体等に贈与する旨 

⑫ 清算時に残余財産を国等に帰属させる旨 

⑬ 定款の変更に関する事項 

 

４ 欠格事由 

 

次の（1）から（3）までのいずれかに該当する場合には、社会福祉連携推進認定は

受けられません。 

 

（1） 役員のうち、次の①から④までのいずれかに該当する者があるもの 

① 連携推進法人が法第 145条第１項又は第２項の規定により社会福祉連携推進認定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前１年

内に当該連携推進法人の業務を行う理事であった者でその取消しの日から５年を

経過しないもの 

② 法又は施行令第 34 条の規定で定める社会福祉に関する法律の規定により罰金以

上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から

５年を経過しない者（③に該当する者を除く。） 

③ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けること が

なくなった日から５年を経過しない者 

④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２

条第６号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない



  18   

 

者（以下「暴力団員等」という。） 

（2） 法第 145条第１項又は第２項の規定により社会福祉連携推進認定を取り消され、

その取消しの日から５年を経過しないもの 

（3） 暴力団員等がその事業活動を支配するもの 

 

５ 審査結果の通知及び認定申請 

 

  大津市は、審査結果を申請者に通知するものとし、申請者は審査に合格した場合は

社会福祉連携推進認定申請書を大津市に提出するものとします。この場合、審査申請

書に添付した書類については添付は不要です。 

 

６ 認定の通知及び公示 

 

大津市は、社会福祉連携推進認定をしたときは、その旨を申請者に対して通知する

とともに、公示をします。 

なお、当該公示はインターネットの利用その他の大津市において適当と認める方法

により行います。 

 

７ 定款の変更 

 

（1） 連携推進法人が定款を変更する場合には、（4）に掲げる場合を除き、社会福祉連

携推進認定を受けた認定所轄庁の認可を受けなければ、その効力は生じないもので 

す。 

（2） 定款変更の認可申請は、別記様式７ により、認定所轄庁あて申請を行ってくださ

い。 

（3） （2）の申請に当たっては、副本１通を添付してください。 

（4） （1）にかかわらず、次の①から③までに掲げる事項の変更を行う場合には、別記

様式８により、認定所轄庁あて届出を行うだけで構いません。 

① 事務所の在地 

② 社会福祉連携推進認定による法人の名称変更 

③ 公告の方法 

（5） ６による認定の通知があった場合には、定款中の「一般社団法人」を「社会福祉

連携推進法人」へ名称の変更を行うことが必要となり、（4）の定款の変更の届出及

び法人名称の変更登記が必要となります。その際、あらかじめ理事会及び社員総会

において、社会福祉連携推進認定があった場合には、定款中の「一般社団法人」を

「社会福祉連携推進法人」へ名称を変更する定款変更を行うことにつき、決議を得

ておくことは可能です。 

なお、当該定款の変更により、基準第４の 11 の（1）の①に規定する定款の情報

公表義務が課されることになるので、留意してください。 
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８ 社会福祉連携推進方針の変更 

 

（1） 社会福祉連携推進方針に変更が生じる場合、連携推進法人は、社員総会での決議

を経た上で、認定所轄庁の認定を受けなければなりません。 

なお、貸付業務を行う場合にあっては、連携推進法人及び貸付対象社員との間の

契約単位で、これを社会福祉連携推進方針に盛り込む必要があります。（別紙１の４

参照） 

（2） 社会福祉連携推進方針変更の認定申請は、別記様式９により、認定所轄庁あて申

請を行ってください。 

（3） （2）の申請に当たっては、副本１通を添付してください。 

 

９ 代表理事の選定及び解職 

 

（1） 代表理事の選定及び解職は、認定所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じ

ません。 

なお、社会福祉連携推進認定は、代表理事の選定を含め、当該認定を行うことと

なるため、当該認定時において本手続を別途行うことは不要であり、認定後、新た

に代表理事の選定及び解職が生じた場合に、本手続を行う必要があります。 

（2） 代表理事の選定及び解職の認可申請は、別記様式１０により、認定所轄庁あて申

請を行ってください。 

なお、代表理事が任期満了により退任する場合ついては当該申請は不要です。 

（3） （2）の申請に当たっては、副本１通を添付してください。 

（4）  代表理事の解職の認可があった場合には、速やかに後任の代表理事の選定を行い、

当該選定に係る認可申請を行う必要があります。その際、長期間、代表理事の選定

が行われない場合には、認定所轄庁において、基準第３の７の（2）により、一時代

表理事の選任が可能です。 

 

10 毎会計年度における 所轄庁への届出 

 

連携推進法人は、毎会計年度終了後３か月以内に、次の①から⑦までに掲げる書類 

を認定所轄庁に届け出なければなりません。 

① 計算書類等 

② 財産目録 

③ 役員等名簿 

④ 役員報酬等基準 

⑤ 法人現況報告書 

⑥ 基準第３の６の（2）の⑥に規定する社会福祉連携推進評議会による業務評価（別

記様式１） 

⑦ 事業計画（定款に作成する旨を定めている場合に限る。） 
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11 社会福祉連携推進認定の取消し 

 

（1） 認定所轄庁は、連携推進法人が次の①及び②のいずれかに該当するときは、社会

福祉連携推進認定を取り消さなければならない。 

① ４の（1）から（3）までに掲げる欠格事由のいずれかに該当するに至ったとき 

② 偽りその他不正の手段により社会福祉連携推進認定を受けたとき 

（2）  認定所轄庁は、連携推進法人が次の①から③までのいずれかに該当するときは、

社会福祉連携推進認定を取り消すことができる。 

① ３の（1）から（4）までに掲げる認定基準のいずれかに適合しなくなったとき 

② 社会福祉連携推進認定の取消しの申請があったとき 

③ 法、施行令又は施行規則 に基づく命令や処分に違反したとき 

（3） 基準第４の 13の①から④まで及び⑥の事由により解散する場合にあっては、（2）

の②の社会福祉連携推進認定の取消し申請を行わなければならない。 

（4） 認定所轄庁は、社会福祉連携推進認定を取り消したときは、６の規定に従って、 そ

の旨を公示しなければならない。（施行規則第 40条の３） 

併せて、認定所轄庁は、公益認定法第 29条第６項及び第７項の規定の準用により、 

遅滞なく、当該連携推進法人の主たる事務所及び従たる事務所の所在地を管轄する

登記所に当該連携推進法人の名称の変更の登記を嘱託するとともに、当該名称変更 

の登記に係る嘱託書には、当該登記の原因となる事由に係る処分を行ったことを証

する書面を添付しなければならない。 

（5） 社会福祉連携推進認定が取り消された連携推進法人は、その名称中の「社会福祉

連携推進法人」という文字を一般社団法人と変更する定款の変更をしたものとみな

される。 

（6） 認定所轄庁が社会福祉連携推進の取消しをした場合、定款の定めに従い、社会福

祉連携推進認定の取消しの日から１月以内に、社会福祉連携推進目的取得財産残額 

に相当する額の財産の贈与に係る書面による契約が成立しないときは、認定所轄庁

が定款で定める贈与を当該社会福祉連携推進認定の取り消しを受けた法人から受け

る旨の書面による契約が成立したものとみなされる。 

 

12 その他 社会福祉法人に係る 規定の準用 

 

その他法第 144条の規定により、法第 56条（第８項を除く。）（監督）、第 57条の２ 

（関係都道府県知事等の協力 ）、第 59条の３（厚生労働大臣及び都道府県知事の支援 ） 

の規定が それぞれ準用されるものです。 
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別紙１ 

 

貸付業務の実施方法 

 

 

１ 貸付業務を行う場合の手続の流れ 

貸付業務を行う場合は、次の手順で行ってください。 

①  連携推進法人、貸付原資提供社員及び貸付対象社員（以下「貸付当事者」という。）

において貸付けの内容等について合意する。 

②   貸付当事者のそれぞれの内部機関において、①の合意内容について意思決定を行

う。 

③  社会福祉連携推進方針に①の合意内容を反映する。 

④  当該社会福祉連携推進方針の策定又は変更について、認定所轄庁に対して申請する。 

⑤   貸付原資提供社員から連携推進法人に対して、貸付原資に係る貸付金を提供する。 

⑥   ⑤による借入金を原資に、連携推進法人から貸付対象社員に対して、貸付金を提

供する。 

⑦   貸付対象社員において借入金を使用した後、連携推進法人に対し、当該借入金の

使用状況について報告する。 

⑧   貸付対象社員から連携推進法人に対して借入金を返済するとともに、当該返済を

もって、連携推進法人から貸付原資提供社員に対して、貸付原資に係る貸付金を清

算する。 

⑨   社会福祉連携推進方針における貸付けに係る記載を削除するため、当該方針の変

更について、認定所轄庁に対して申請する。 

 

２ 貸付当事者間での合意について 

（1）貸付業務の実施に当たっては、貸付当事者において、別紙１様式に掲げる事項につ

いて合意する。なお、当該合意は、１回の貸付けごとに行わなければならないもので

ある。 

（2）貸付原資提供社員から連携推進法人への貸付原資の提供に当たっては、貸付原資提

供社員において、次の①から⑦までに掲げる条件を遵守してください。 

①  拠点区分として本部拠点を設け、当該本部拠点の貸借対照表に連携推進法人へ

の貸付金を計上する。 

② 貸付けを行う年度の前年度の法人全体の事業活動計算書における当期活動増減

差額が黒字である。  

③ 直近３カ年度（貸付けを行う年度に属する４月１日を基準として、前々年度から

過去３カ年度分とする。）の本部拠点の事業活動計算書における当期活動増減差額

の平均額を上限とする。  

④ 貸付金原資を調達する目的で、金融機関等からの借入、資産の売却を行わない。 

⑤ 貸付金利は、無利子又は高利でない適正な利率である。 

⑥ 貸付期間は、（3）の①に合わせて設定する。 

⑦ 当該連携推進法人から貸付けを受けていない。  
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（3）連携推進法人から貸付対象社員への貸付けに当たっては、連携推進法人において、

次の①から⑦までに掲げる条件を遵守してください。  

① 貸付期間は、３年以内とする。 

② 貸付金額が貸付対象社員の返済可能な額である。  

③ 貸付金の使途は、貸付対象社員が行う社会福祉事業の継続に最低限必要と認めら

れる経費であって、次の条件を満たすものである。  

ア 貸付対象社員が行う社会福祉事業の安定的な運営に必要な施設・設備の改修や職

員の人件費等に係る経費である。 

イ 貸付対象社員の役員等報酬に充てるものではない。  

④ 貸付金利は、無利子又は高利でない適正な利率である。  

⑤ 担保や保証人の設定等が必要に応じて適切に行われている。  

⑥ 事務手数料を徴収する場合に、当該事務手数料が不当に高額でない。  

⑦ 適切な遅延損害金の設定を行う。 

 

（4）このほか、貸付原資提供社員及び貸付対象社員は、それぞれ次の①又は②に留意し

てください。  

① 貸付原資提供社員に係る留意事項  

ア 貸付原資の提供は、全ての社員が行う必要はなく、一部の社員が提供しないこと

も可能である。  

イ 同一年度における提供上限額の範囲内で、複数回、貸付原資を提供することを妨

げるものではない。  

② 貸付対象社員に係る留意事項  

ア 複数の連携推進法人から同時に貸付けを受けることはできない。  

イ 同一の貸付対象社員が、同一の連携推進法人から複数回貸付けを受けることを妨

げるものではないが、この場合、既貸付金が完済されている必要がある。  

 

３ 貸付当事者それぞれの内部機関における意思決定について  

（1）理事会、評議員会（連携推進法人の場合にあっては社員総会）において、貸付けの

当事者間で合意すべき内容について承認を受ける。  

その際、貸付対象社員の状況次第では、返済されない可能性があることを十分考慮

した上で、丁寧に説明を行い、議論する。  

（2）貸付原資提供社員においては、連携推進法人への貸付けについて、あらかじめ法人

所轄庁に相談しておくことが望ましい。  

（3）貸付対象社員において、基本財産を抵当権等の担保に供する場合には、貸付対象社

員の法人所轄庁の認可を得る必要があることに留意する。  

 

４ 社会福祉連携推進方針の策定又は変更について  

（1）連携推進法人は、３において社員総会で承認された合意内容のうち、別記様式３の

とおり、当該合意に基づき行われる貸付けごとに、次に掲げる事項を社会福祉連携推

進方針に盛り込まなければなりません。  

なお、社会福祉連携推進認定後に新たに貸付業務を行う場合には、社会福祉連携推
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進方針の変更に係る認定所轄庁の認定を受ける必要があります。  

① 貸付対象社員の名称  

② 貸付けの金額及び契約日  

③ 予算・決算等の貸付対象社員の重要事項の承認方法  

 

（2）連携推進法人は、連携推進法人の認定の申請（貸付業務を行う場合に限る。）又は

（1）の認定の申請を行うに当たっては、次の①から⑦までに掲げる書類を添付しなけ

ればなりません。  

① 別紙１様式の貸付事前合意書  

② 貸付対象社員における貸付金の使途に関する事業計画  

③ 貸付原資提供社員と連携推進法人との間の金銭消費貸借契約書案  

④ 連携推進法人と貸付対象社員との間の金銭消費貸借契約書案  

⑤ 連携推進法人において、当該貸付けを行うことにつき意思決定を行った際の理事会、

社員総会議事録  

⑥ 貸付原資提供社員において、当該貸付けを行うことにつき意思決定を行った際の理

事会、評議員会議事録  

⑦ 貸付対象社員において、当該貸付けを受けることにつき意思決定を行った際の理事

会、評議員会議事録  

（3）（2）の申請前に、貸付原資提供社員及び貸付対象社員は、３の手続を完了させて

おく必要があります。  

 

５ 認定所轄庁に対する申請について 

認定所轄庁は、高利でない適正な利率が設定されていることや、担保や保証人の設定

が必要に応じて適切に行われていることなど、社会福祉法人の法人外流出の禁止等の

観点から貸付内容を確認するとともに、必要に応じて貸付原資提供社員及び貸付対象

社員の法人所轄庁等に対して情報提供、意見照会を行い、特段の問題がなければ、認

定して差し支えない。  

 

６ 貸付原資提供社員から連携推進法人に対する貸付原資の提供及び連携推進法人から

貸付対象社員への貸付けの実行について  

（1）貸付原資提供社員から連携推進法人への貸付金については、連携推進法人及び貸付

対象社員との間の契約単位で、他の資金と区分経理するものとし、貸付対象社員へ

の貸付け以外への使用は一切認められない。  

（2）貸付原資提供社員と連携推進法人との間の金銭消費貸借契約、連携推進法人と貸付

対象社員との間の金銭消費貸借契約には、債権譲渡禁止特約を盛り込む必要がある。  

（3）貸付原資提供社員と連携推進法人との間の金銭消費貸借契約、連携推進法人と貸付

対象社員との間の金銭消費貸借契約の履行（貸付金の振込）は、金融機関における

振込手続等によるやむを得ない場合を除き、同一日に行う。  

（4）貸付対象社員は、貸付けを受けた年度から、当該貸付金の返済が完了するまでの間、

次の①から⑥までに掲げる事項につき、連携推進法人の承認を受ける。（施行規則

第40条第８項）  
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① 予算（補正予算を含む。）の決定又は変更  

② 決算の決定  

③ 借入金（当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。）の借入

れ  

④ 重要な資産の処分  

⑤ 合併  

⑥ 目的たる事業の成功の不能による解散  

なお、当該承認は、連携推進法人の理事会における決議をもって行う。  

また、当該承認が受けられなかった場合には、貸付対象社員においてその内容につ

いて必要な見直しを行い、法人内部での所要の手続を経た上、改めて連携推進法人

の承認を受ける必要がある。  

（5）連携推進法人が（4）の承認を行うに当たっては、基準第３の６の（2）の⑤に規定

のとおり、社会福祉連携推進評議会に対し、意見を求めることができる。  

 

７ 貸付対象社員における借入金の使用及びその使用状況の報告について 

貸付対象社員においては、借入金使用後、連携推進法人に対して、速やかに当該貸付

金の使用状況について報告を行う必要があります。  

 

８ 貸付対象社員から連携推進法人への借入金の返済及び連携推進法人から貸付原資提

供社員への借入金の返済について  

（1）貸付対象社員から連携推進法人への返済金については、契約上、連携推進法人が収

受すべき金額を除き、他の資金と区分経理し、貸付原資提供社員への返済以外への使

用は一切認められません。  

（2）貸付対象社員から貸付金の返済があった場合、連携推進法人は、貸付原資提供社員

に対し、当該返済金を速やかに返還してください。  

 

９ 社会福祉連携推進方針の変更について  

貸付金の返済後、連携推進法人は、認定所轄庁に対し、社会福祉連携推進方針のうち、

当該貸付けに関する記述を削除するための変更認定手続を行う必要があります。  

 

10 その他留意事項  

（1）貸付原資提供社員である社会福祉法人から連携推進法人への貸付けについては、２

の（2）の①から⑦までに掲げる条件を満たして行われる限りにおいて、「社会福祉法

人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」（平成16年３月

12日付け雇児発第0312001号、社援発第0312001号、老発第0312001号厚生労働省雇用均

等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知）、「子ども・子育て支援法

附則第６条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」（平成27年９

月３日付け府子本第254号、雇児発0903第６号内閣府子ども・子育て本部統括官、厚生

労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知）、「特別養護老人ホームにおける繰越金等

の取扱い等について」（平成12年３月10日付け老発第188号厚生省老人保健福祉局長通

知）、「障害者総合支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて」（平
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成18年10月18日付け障発第1018003号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）、

「指定障害児入所施設等における障害児入所給付費等の取扱いについて」（平成24年

８月20日付け障発0820第８号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）の規定

にかかわらず、社会福祉法人外への資金流出には該当せず、資金使途の例外として、

これらの運営費を当該貸付金に充てることが可能です。  

（2）貸付原資提供社員である社会福祉法人から連携推進法人への貸付けに係る社会福祉

法人の事業区分については、社会福祉事業の一環として位置付けられるものです。  

（3）貸付原資提供社員である社会福祉法人の連携推進法人に対する貸付金債権について

は、法第55条の２第３項第４号に規定する社会福祉充実残額の算定に当たって、「社

会福祉法第55条の２の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について」（平成29年

１月24日付け雇児発0124第１号、社援発0124第１号、老発0124第１号厚生労働省雇用

均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知）に定める控除対象財産に

は該当しないものです。  
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（別紙１様式） 

 

貸付事前合意書 

 

貸付件名  令和５年４月１日の社員○○に対する○○円の貸付け  

社員総会における承認日  令和４年〇〇月〇〇日  

貸付契約締結日  令和４年〇〇月〇〇日  

貸付対象社員の名称  社会福祉法人○○  

貸付原資提供社員の名称  社会福祉法人□□、社会福祉法人△△、社会福祉法人××  

貸

付

条

件 

貸付対象社員への貸付

総額  
○○円  

貸付原資提供社員の提

供額 

社会福祉法人□□：○○円  

社会福祉法人△△：○○円  

社会福祉法人××：○○円  

返済期限 令和８年３月３１日  

返済方法 一括償還  

利率 1.0％  

担保 
社会福祉法人○○が保有する○○県△△市××１－１－１

に所在する建物  

延滞時の取扱い 遅延利息14.6％  

貸付金回収不能時の取

扱い 
貸付金額に応じて各貸付原資提供社員がリスクを負う。  

貸付実行予定日  令和５年４月１日  

貸付対象社員における貸付

金の使途  

地域共生関連事業の実施に当たって必要となる施設内のレ

イアウト変更及び配線工事に必要な費用  

貸付対象社員における重要

事項に係る承認の方法  

貸付対象社員の評議員会において、各年度の予算・決算等を

決議するに当たっては、あらかじめ社会福祉連携推進法人の

理事会において、承認を受けなければならないものとする。  

（注）記載欄中の記述は記載例です。 
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別紙２  

 

委託募集の特例の実施方法 

 

 

１ 委託募集の特例の概要  

連携推進法人の社員が、当該連携推進法人の人材確保等業務として、社会福祉事業

に従事する労働者の募集を行わせる場合（以下「委託募集」という。）には、本来、

職業安定法第36条第１項及び第３項の規定に基づき、当該社員について厚生労働大臣

の許可又は届出が必要となるところ、法第134条第２項の規定に基づき、連携推進法人

が必要な事項を厚生労働大臣に届け出ることにより、実施可能です。  

 

２ 委託募集の特例の基準  

（1） 委託募集を行う場合には、連携推進法人及びその社員は、次の①から③までに掲

げる基準にすべて適合している必要があります。  

なお、当該基準への適合につき、都道府県労働局等より照会があった場合には、

認定所轄庁において必要な協力を行わなければなりません。  

① 職業安定法その他次に掲げる労働関係法令に係る重大な違反をしていない。 

ア 労働基準法第117条、第118条第１項（同法第６条及び第56条に係る部分に限る。）

の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定（これらの規定が、労働者

派遣法第44条（第４項を除く。）により適用される場合を含む。））  

イ 労働者派遣法第58条から第62条までの規定  

ウ 港湾労働法（昭和63年法律第40号）第48条、第49条（第１号を除く。）及び第

51条（第２号及び第３号に係る部分に限る。）の規定並びにこれらの規定に係る

同法第52条の規定  

エ 建設労働者の雇用の改善等に関する法律（昭和51年法律第33号）第49条、第50

条及び第51条（第２号及び第３号を除く。）の規定並びにこれらの規定に係る同

法第52条の規定  

オ 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理

の改善の促進に関する法律（平成３年法律第57号）第19条、第20条及び第21条（第

３号を除く。）の規定並びにこれらの規定に係る同法第22条の規定  

カ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平

成３年法律第76号）第62条から第65条までの規定  

キ 林業労働力の確保の促進に関する法律（平成８年法律第45号）第32条、第33条、

第34条（第３号を除く。）並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定 

ク 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成28年

法律第89号）第108条、第109条、第110条（同法第44条の規定に係る部分に限る。）、

第111条（第１号を除く。）及び第112条（第１号（同法第35条第１項の規定に係

る部分に限る。）及び第６号から第11号までに係る部分に限る。）の規定並びに

これらの規定に係る同法第113条の規定  
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② 連携推進法人について、精神の機能の障害により労働者の募集を行うに当たって

必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができない者が募集に従事しない。 

③ 連携推進法人について、職業安定法その他労働関係法令、募集内容及び募集に係

る業務の内容に関して十分な知識を有している者である。 

（2） 募集に係る労働条件は、次の①から④までに掲げる基準にすべて適合している。  

① 法令に違反するものではない 

② 賃金が、同地域における同業種の賃金水準に比較して著しく低くない  

③ 募集に係る労働者の業務の内容及び労働条件が明示されている 

④ 適用事業所については社会・労働保険に適切に加入している  

（3） 募集を行おうとする期間が１年を超えないものである。  

（4） 募集の報酬は、特段の事情がある場合を除き、支払われた賃金額の100分の50（同

一の者に引き続き１年を超えて雇用される場合にあっては、１年間の雇用にかかわ

る賃金額の100分の50）を超えていない。  

（5） 社員は、委託募集の報酬として、厚生労働大臣の認可を受けた報酬以外の財物を

連携推進法人に与えていない。  

 

３ 委託募集に係る届出  

（1） 委託募集を行う連携推進法人は、あらかじめ次の①から⑥までに掲げる事項を都

道府県労働局長等に届け出なければならないものである。（施行規則第40条の７）  

① 募集に係る事業所の名称及び所在地  

② 募集時期  

③ 募集職種及び人員  

④ 募集地域  

⑤  募集に係る労働者の業務の内容  

⑥ 賃金、労働時間その他の募集に係る労働条件  

（2） 連携推進法人が、その社員の委託を受けて労働者の募集を行う際には、連携推進

法人は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に対して、委託募

集の届出を行うものである。  

ただし、連携推進法人の主たる事務所の所在する都道府県の区域以外の地域（当

該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除

く。以下「自県外地域」という。）を募集地域とする委託募集であって、一の連携

推進法人が自県外地域において募集しようとする労働者の数が100人以上である委

託募集又は一の連携推進法人が自県外地域において募集しようとする労働者の数の

合計が100人未満であっても自県外地域のうち一の都道府県の区域において募集し

ようとする労働者の数の合計が30 人以上である委託募集については、厚生労働大臣

に対して、連携推進法人が委託募集の届出を行うものである。（施行規則第40条の

８）  

（3） 委託募集の届出の有効期間は６か月以内とするものである。  

（4） 連携推進法人は、人材確保等業務の実施に関し必要な労働者の募集を行わせよう

とする社員についてのみ、委託募集の届出を行うものである。  

（5） 連携推進法人は、別紙２様式①の委託募集届出書を、都道府県労働局長への届出
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にあっては正本１通、副本２通を作成し、委託募集を開始する日の７日前までに、

厚生労働大臣への届出にあっては正本１通、副本３通を作成し、委託募集を開始す

る日の14 日前までに、それぞれその主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定

所長に対して提出するものである。  

 

４  委託募集の特例に係る実施状況の報告  

委託募集に従事する連携推進法人は、別紙２様式②により、毎年度、労働者募集報告

を作成し、当該年度の翌年度の４月末日まで（当該年度の終了前に募集を終了する場

合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで）に３の（2）による届出の受

付けを行った公共職業安定所の長に提出しなければならないものである。 
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（別紙２様式①）  

委託募集届出書 
届出年月日   （元号） 年  月  日 

大津市長 様 

社会福祉連携推進法人の名称  

住所  

代表者氏名  

 

社会福祉法第134条第２項の規定に基づく委託募集を（元号）○年○月○日から（元号）○年○月○日までの間行いたく、下記内容に

より届け出ます。 
募集を委託する法人名 

従業員数 募集職種 雇用期間 募集人員 
労働条件 

NO 事業所名 所在地 賃金 就業時間 休日 各種保険 その他 

①    人  
年 月～ 

   年 月 
人 

円～ 

円 

： ～ 

  ： 

日曜・土曜 回 

その他 

雇用 労災 

健康 厚生 
 

②    人  
年 月～ 

   年 月 
人 

円～ 

円 
 

日曜・土曜 回 

その他 

雇用 労災 

健康 厚生 
 

③    人  
年 月～ 

   年 月 
人 

円～ 

円 
 

日曜・土曜 回 

その他 

雇用 労災 

健康 厚生 
 

④    人  
年 月～ 

   年 月 
人 

円～ 

円 
 

日曜・土曜 回 

その他 

雇用 労災 

健康 厚生 
 

⑤    人  
年 月～ 

   年 月 
人 

円～ 

円 
 

日曜・土曜 回 

その他 

雇用 労災 

健康 厚生 
 

 

募集地域 募集人員 
募集従事者 

氏名 生年月日 職名 住所 

   
年  月  日 

  

   
年  月  日 

  

   
年  月  日 

  

   
年  月  日 

  

   
年  月  日 
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委託募集届出書記載要領 

 

１ 届出者に関する事項  

①「届出年月日」欄は、社会福祉連携推進法人が、公共職業安定所に届出書を提出する年月日を記載す

る。  

②「社会福祉連携推進法人の名称、住所、代表者氏名」欄は、届出を行う社会福祉連携推進法人の名称、

住所、代表者氏名を記載する。  

 

２ 募集を委託する法人に関する事項  

①「事業所名・所在地」欄は、募集を委託する法人名・主たる事務所の所在地を記載する。  

②「従業員数」欄は、届出書を提出する月の前月末現在に在籍する法人の従業員総数を記載する。  

 

３ 募集内容に関する事項  

①「募集職種」欄は、募集する職種（例えば、社員の施設・事業所に従事する介護職員等）を記載する。  

②「雇用期間」欄は、雇用する予定の期間を記載する。  

③「募集人員」欄は、募集人員を記載する。  

④「賃金」欄は、年齢等に応じた初任給額（税込）を記載する。  

⑤「就業時間」及び「休日」欄は、所定労働時間、週休制を記載し、該当するものを○で囲むこと。  

⑥「各種保険」欄は、加入している保険をそれぞれ○で囲むこと。  

⑦「その他」欄は、賞与の有無・年間平均支給月数、残業の有無・月間平均時間、交代制勤務、変形労

働時間制等の有無・状況、宿舎の状況等を記載する。  

 

４ 募集地域及び募集従事者等に対する事項  

①「募集地域・募集人員」欄は、労働者を募集しようとする都道府県又は地域及びそれらに対応する募

集人員を記載する。  

②「募集従事者」欄は、それぞれ募集従事者の氏名、生年月日、社会福祉連携推進法人における役職名、

住所を記載する。 
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（別紙２様式②）  

 

公共職業安定所長 様  

 

 

労働者募集報告 

（（元号） 年度（ 月～ 月）分） 

  

事業所名 募集地域 募集人員 本年度の採用人員 備考 

   所管内     人  

   所管内     人  

   所管内     人  

   所管内     人  

   所管内     人  

   所管内     人  

   所管内     人  

合    計 人 人  

 

労働者募集状況を上記のとおり報告します。 

 

 
（元号）  年  月  日 

 

社会福祉連携推進法人の名称              

 

住所              

 

代表者氏名              

 

 

 

 

 

（労働者募集報告記載要領） 

１「事業所名」欄は、社会福祉連携推進法人に募集の委託を行った事業所名を記載する。 

２「募集地域」欄は、労働者を募集しようとする地域（委託募集届出書に記載した募集地域）を記載す

る。 

３「募集人員」欄は、当該地域における募集人員を記載する。 

４「本年度の採用人数」欄は、募集地域を管轄する公共職業安定所管内における委託募集による本報告

に係る年度中の採用人員を記載する。 

５「社会福祉連携推進法人の名称、住所、代表者氏名」欄は、募集を行う社会福祉連携推進法人の名称、

住所、代表者氏名を記載する。 

 

（この報告は、委託募集の届出の受付を行った公共職業安定所長に提出すること。） 
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別紙３ 

 

 

社会福祉連携推進法人定款例 

 

 

＜説 明＞ 

１．定款例について 

○ 各連携推進法人の定款に記載されることが一般的に多いと思われる事項について、定

款の定め方の一例を記載している。 

○ 各連携推進法人の定款の記載内容については、当該定款例の文言に拘束されるもので

はないが、定款において定めることが必要な事項が入っているか、その内容が法令に

沿ったものであることが必要です。 

 

２．記載事項の種類 

○ 必要的記載事項（実線） → 必ず定款に記載しなければならない事項であり、その一

つでも記載が欠けると、定款の効力が生じない事項（法第

127条第５号に掲げる事項等） 

※ 内容が法令に沿ったものであればよく、当該定款例の

文言に拘束されるものではありません。 

○ 相対的記載事項（点線） → 必要的記載事項と異なり、記載がなくても定款の効力に

影響はないが、法令上、定款の定めがなければその効力を

生じない事項 

○ 任 意 的 記 載 事 項 → 法令に違反しない範囲で任意に記載することができる

事項 

 

３．社員総会及び理事会における決議事項 

 理事会 社員総会 

決  

議 

事 

項 

・社員総会の日時及び場所並びに議題・議案

等の決定（一般社団法人及び一般財団法人に

関する法律（以下「一般法人法」という。）

第38条第2項） 

・代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

（理事長：一般法人法第90条第2項第3号、業

務執行理事：一般法人法第91条第１項第2号） 

・重要な財産の処分及び譲受け（一般法人法

第90条第4項第1号） 

・多額の借財（一般法人法第90条第4項第2号） 

・重要な使用人の選任及び解任（一般法人法

第90条第4項第3号） 

・従たる事務所その他の重要な組織の設置、

変更及び廃止（一般法人法第90条第4項第4

号）  

・コンプライアンス(法令遵守等)の体制の整

備（一般法人法第90条第4項第5号）  

※ 一定規模を超える法人のみ 

・定款の定め及び理事会決議（一般法人法第

114条）に基づく役員等の責任の一部免除（一

般法人法第90条第4項第6号）  

・社員の除名（一般法人法第30条第1項）★ 

・社員総会提出資料の調査者の選任（一般法

人法第55条） 

・理事、監事、会計監査人の選任（一般法人

法第63条、第69条第2項） 

・理事、監事、会計監査人の解任（一般法人

法第70条）★ 

・役員等の責任の一部免除（一般法人法第113

条）★ 

・計算書類の承認（一般法人法第126条第2項） 

・基金の返還（一般法人第141条） 

・定款の変更（一般法人法第146条）★ 

・事業の全部の譲渡（一般法人法第147条）★ 

・解散の決議（解散：一般法人法第148条第３

号、継続：一般法人法第150条）★ 

・清算人の選任（一般法人法第209条第１項第

３号） 

・清算人の解任（一般法人法第210条第１項） 

・残余財産の帰属先の決定（一般法人法第239

条第2項） 

・役員報酬等基準の承認（法第138条において 
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・競業及び利益相反取引（一般法人法第92条

第１項） 

・補償契約の内容の決定（一般法人法第118条

の２第1項）  

・役員等のために締結される保険契約の内容

の決定（一般法人法第118条の３第1項） 

・計算書類及び事業報告等の承認（法第124条

第3項） 

・貸付けを受けた社員における重要事項に係

る決定の承認（本通知別紙１の６（4）） 

・その他重要な業務執行の決定 

準用する法第45条の35第2項） 

・社会福祉連携推進評議会の構成員の選任・

解任（基準第３の６（2）②） 

・会費等の使途及び金額（基準第４の３（2）） 

・社会福祉連携推進方針の策定（基準第５の

３（1）） 

・社会福祉連携推進方針の変更（基準第５の

８（1）） 

・貸付けに係る合意内容の承認（基準別紙１

の３（1）） 

・その他定款で定めた事項 

 

 

★：一般法人法第49条第2項の規定により、社

員の総議決権の３分の２（これを上回る割

合を定款で定めた場合にあっては、その割

合）以上に当たる多数をもつて決議を行わ

なければならない事項  
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社会福祉連携推進法人〇〇○○定款 
 

（注）社会福祉連携推進認定を受けた後も引き続き、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以

下「一般法人法」という。）に定める一般社団法人の要件等を満たす必要があります。したがって、

法人の状況によっては、本定款例に規定のない事項についても、一般法人法に基づいて定める必要が

あり得ます。 

 

第一章 名称及び事務所 

（名称） 

第一条 本法人は、社会福祉連携推進法人○○○○と称する。 

 

（事務所） 

第二条 本法人は、主たる事務所を○○県○○郡（市）○○町（村）○○番地に置く。 

 
（注）従たる事務所の所在地を以下のとおり記載することも可能である。 

２ 本法人は、理事会の決議によって従たる事務所を○○県○○郡（市）○○町（村）○○番地

に置く。 

 

第二章 目的及び業務 

（目的） 

第三条 本法人は、社会福祉連携推進方針に基づき、社員の社会福祉に係る業務の連携を

推進し、並びに地域における良質かつ適切な福祉サービスの提供及び社会福祉法人の経

営基盤の強化に資することを目的とする。 

 

（社会福祉連携推進業務） 

第四条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。 

(1) 地域福祉の推進に係る取組を社員が共同して行うための支援 

(2) 災害が発生した場合における社員が提供する福祉サービスの利用者の安全を社員

が共同して確保するための支援 

(3) 社員が経営する社会福祉事業の経営方法に関する知識の共有を図るための支援 

(4) 資金の貸付けを通じた社会福祉事業に係る業務を行うのに必要な資金を調達する

ための支援 

(5) 社員が経営する社会福祉事業の従事者の確保のための支援及びその資質の向上を

図るための研修 

(6) 社員が経営する社会福祉事業に必要な設備又は物資の供給 

 
（注）実際に実施する事業のみを記載すること。また、社会福祉連携推進方針に記載したより詳細な

事業内容を記載することも可能である。 

 

（その他業務） 

第五条 本法人は、社会福祉連携推進方針に沿った連携を推進するため、前条に掲げる業

務のほか、○○に関する業務を行う。 

 
（注）その他業務を行わない場合は記載不要である。 

 

第三章 基金 

（基金） 

第六条 本法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。 
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２ 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。 

３ 基金の返還の手続については、返還する基金の総額について定時社員総会の決議を経

るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会におい

て別に定めるものとする。 

 
（注１）一般法人法第131条参照。基金の募集を行う場合は定款に記載する必要がある。ただし、社会

福祉法人である社員は、当該基金に対する資金の拠出ができない。 

（注２）基金の返還については、法人の解散までとすることも可能である。この場合、第２項及び第3

項を以下のとおりとすること。 

２ 拠出された基金は、本法人が解散するまで返還しない。 

３ 基金の返還の手続については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第236 条の規定

に従い、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるもの

とする。 

 

第四章 社員 

（法人の構成員） 

第七条 本法人は、本法人の社会福祉連携推進方針に賛同し、次に該当する法人であって、

次条の規定により、本法人の社員となった者をもって構成する。 

(1) 本法人の社会福祉連携推進区域における社会福祉法人 

(2) 本法人の社会福祉連携推進区域において社会福祉事業を経営する法人（(1)に該当

する法人を除く。） 

(3) 本法人の社会福祉連携推進区域において社会福祉を目的とする事業（社会福祉事業

を除く。）を経営する法人（(1)及び(2)に該当する法人を除く。） 

(4)  本法人の社会福祉連携推進区域において社会福祉事業等従事者の養成機関を経営

する法人（(1)から(3)までに該当する法人を除く。） 

 

（社員の資格の取得） 

第八条 本法人の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、そ

の承認を得なければならない。 

２ 本法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければ

ならない。 
（注）第１項について、社員総会の承認を必要とすることも可能である。 

 

第九条 前条の規定にかかわらず、地方公共団体については社員としない。 

 

（経費の負担） 

第十条 本法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎年、

社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。 

 
（注１）一般法人法第27条参照。経費の負担を生じさせる場合は定款に記載が必要である。 

（注２）「事業活動に経常的に生じる費用」とは、本法人の本部運営に当たって発生する事務的経費等

であり、社会福祉連携推進業務に要する費用については、業務委託費等により別途確保する必要

がある。 

 

（貸付けを受けた社員の責務） 

第十一条 第４条(4)に規定する支援を受けた社員が、次の事項を決定するに当たっては、

あらかじめ理事会の承認を受けなければならない。 

(1) 予算（補正予算を含む。）の決定又は変更 
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(2) 決算の決定 

(3) 借入金（当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。）の借入     

れ 

(4) 重要な資産の処分 

(5) 合併 

(6) 目的たる事業の成功の不能による解散 

 
（注）第４条(4)に規定する業務を行う場合は、本規定を必ず記載する必要がある。 

 

（任意退社） 
第十二条 社員は、社員総会において別に定める退社届を提出することにより、任意にい

つでも退社することができる。 

 
（注１）一般法人法第28条参照。退社に当たって書面による意思表示を求めるなどの場合は、定款に

本条のような記載が必要である。 

（注２）貸付業務を行う場合は、第２項として、以下の規定を追加することが望ましい。 

２ 前項の規定にかかわらず、本法人から第４条(4)に規定する支援を受けた社員については、社

員総会において社員全員の同意を得なければ、退社することができない。 

 

（除名） 

第十三条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該

社員を除名することができる。 

(1) この定款その他の規則に違反したとき。 

(2) 本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。 

 
（注）一般法人法第30条、第49条第２項参照。 

 

（社員資格の喪失） 

第十四条 前２条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その

資格を喪失する。 

(1) 第10条の支払義務を２年以上履行しなかったとき。 

(2) 総社員が同意したとき。 

(3) 当該社員に係る法人が解散したとき。 

 

第五章 社員総会 

（構成） 

第十五条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。 

 

（権限） 

第十六条 社員総会は、次の事項について決議する。 

(1) 社員の除名 

(2) 理事及び監事〈、会計監査人〉並びに社会福祉連携推進評議会の構成員の選任又は解

任 

(3) 理事及び監事の報酬等の額 

(4) 貸借対照表及び損益計算書の承認 

(5) 定款の変更 
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(6) 解散及び残余財産の処分 

(7) 基本財産の処分又は担保に供することに係る承認 

(8) 会費等の使途及び金額 

(9) 社会福祉連携推進方針の変更 

(10) 貸付けに係る合意内容の承認 

(11) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

 
（注）会計監査人を置いていない場合、〈〉内は不要である。 

 

（開催） 

第十七条 社員総会は、定時社員総会として毎年度○月に１回開催するほか、必要がある

場合に開催する。 

 
（注）一般法人法第36条第１項参照。定時社員総会は、同条同項の規定により、毎会計年度終了後一

定の時期に招集しなければならないため、開催時期を定めておくことが望ましい。 

他方、臨時社員総会は、いつでも招集することができる（一般法人法第36条第２項）。 

（招集） 

第十八条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表

理事が招集する。 

２ 総社員の議決権の10 分の１以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会

の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。 

 
（注１）一般法人法第36条から第38条まで参照。 

（注２）第２項にいう「総社員の議決権の10分の１以上の議決権を有する社員」は、単独の社員のみ

ならず、複数の社員でも可能である。また、「10分の１」は5分の１以下の割合とすることも可能

である。 

 

（議長） 

第十九条 社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。 

 
（注）一般法人法第54条参照。「社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。」とすることも可能

である。 

 

（議決権） 

第二十条 社員総会における議決権は、社員１名につき１個とする。 

 
（注）議決権の数について、定款で別段の定めをする場合は、「社員○○につき○個、社員○○につ

き○個とする。」などの記載とすることが考えられる。 

なお、この場合、以下のいずれも満たしていることが必要である。 

① 社会福祉連携推進目的に照らし、不当に差別的な取扱いをしないこと 

② 社員が連携推進法人に対して提供した金銭その他の財産の価額に応じて異なる取扱いをしな

いこと 

③ １の社員に対し、総社員の議決権の過半数を配分しないこと 

また、併せて第１項の次に次の一項を加える。 

２ 総社員の議決権の過半数は、社員である社会福祉法人が保有しなければならない。 

 

（決議） 

第二十一条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席し

た当該社員の議決権の過半数をもって行う。 
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２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権

の３分の２以上に当たる多数をもって行う。 

(1) 社員の除名 

(2) 監事の解任 

(3) 定款の変更 

(4) その他法令で定められた事項 
（注1）一般法人法第49条参照。 

（注２）第２項にいう「総社員の議決権の３分の２以上」が必要とされているが、定款によりこれを

上回る割合を定めることも可能である。 

 

（議事録） 

第二十二条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

 
（注1）一般法人法第57条参照。 

（注２）このほか、一般法人法第50条（議決権の代理行使）、第51条（書面による議決権の行使）、第

52条（電磁的方法による議決権の行使）、第58条（社員総会の決議の省略）、第59条（社員総会へ

の報告の省略）等が定められており、それらの手続について定款に規定しておくことも可能であ

る。 

 

第六章 役員 

（役員〈及び会計監査人〉の設置） 

第二十三条 本法人に、次の役員を置く。 

(1) 理事 ○名以上○名以内 

(2) 監事 ○名以内 

２ 理事のうち１名を代表理事とする。 

３ 代表理事以外の理事のうち、○名を業務執行理事とする。 

〈４ 本法人に会計監査人を置く。〉 

 
（注１）理事は６名以上、監事は２名以上とすること。 

（注２）理事及び監事の定数は確定数とすることも可能である。 

（注３）業務執行理事については、「代表理事以外の理事のうち、○名を業務執行理事とすることが

できる。」と定めることも可能である。 

（注４）会計監査人を置いていない場合、〈〉内は不要である。 

（注５）代表理事を理事長とするなど、一般法人法とは異なる呼称とすることは可能であるが、法令

上の名称と、定款上の名称がどのような関係にあるのかを明確にする必要がある。この場合、以

下のような記載とすることが考えられる。 

２ 理事のうち１名を会長、○名を常務理事とする。 

３ 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する代表理事とし、

常務理事をもって同法に規定する業務執行理事とする。 

 

（役員〈及び会計監査人〉の選任） 

第二十四条 理事及び監事〈並びに会計監査人〉は、社員総会の決議によって選任する。 

２ 理事及び監事は、次に掲げる者が含まなければならない。 

(1) 理事にあっては、社会福祉連携推進業務に識見を有する者又は社会福祉連携推進区域

における福祉サービスに関する実情に通じている者 

(2) 監事にあっては、財務管理に識見を有する者 

３ 理事及び監事の選任に当たって、それに含まれる各役員の親族等の特殊の関係がある

者の数は、次のとおりとする。 

(1) 各理事について、親族等の特殊の関係がある者が３人を超えて含まれず、当該理事並
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びに親族等の特殊の関係がある者が理事の総数の３分の１を超えて含まれていないこ

と 

(2) 監事のうちに、各役員の親族等の特殊の関係がある者が含まれていないこと 

４ 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。 

 
（注１）「親族等の特殊の関係がある者」とは次に掲げる者とする。 

① 配偶者 

② 三親等以内の親族 

③ 事実上婚姻関係と同様の事情にある者 

④ 使用人 

⑤ 当該役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者 

⑥ ④及び⑤に掲げる者の配偶者 

⑦  ③から⑤までに掲げる者の三親等以内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの 

（注２）会計監査人を置いていない場合、〈〉内は不要である。 

 

（理事の職務及び権限） 

第二十五条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を

執行する。 

２ 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、本法人を代表し、その業務を

執行し、業務執行理事は、〈例：理事会において別に定めるところにより、本法人の業

務を分担執行する。〉 

３ 代表理事及び業務執行理事は、毎会計年度に３箇月に１回以上、自己の職務の執行の

状況を理事会に報告しなければならない。 

 
（注１）一般法人法第91条参照。 

（注２）代表理事及び業務執行理事が自己の職務の執行の状況を理事会に報告する頻度については、

第３項について、毎会計年度に4月を超える間隔で2回以上とすることも可能である。 

なお、この報告は現実に開催された理事会において行わなければならず、報告の省略をするこ

とはできない（一般法人法第98条第２項）。 

 

（監事の職務及び権限） 

第二十六条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告

を作成する。 

２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財

産の状況の調査をすることができる。 

 
（注）一般法人法第99条第１項及び第２項参照。 

 

＜（会計監査人の職務及び権限） 

第二十七条 会計監査人は、法令で定めるところにより、本法人の計算書類（貸借対照表

及び損益計算書）並びにその附属明細書及び財産目録を監査し、会計監査報告を作成す

る。 

２ 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、

情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。 

(1) 本法人の理事及び職員 

(2) その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者 

３ 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び職員に

対し、会計に関する報告を求めることができる。 
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(1) 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面 

(2) 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該

電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの＞ 

 
（注）会計監査人を置いていない場合、〈〉内は不要である。 

 

（役員〈及び会計監査人〉の任期） 

第二十八条 理事又は監事の任期は、選任後２年以内に終了する会計年度のうち最終のも

のに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 

２ 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任に

より退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権

利義務を有する。 

＜３ 会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関す

る定時社員総会の終結の時までとする。ただし、その定時社員総会において別段の決

議がされなかったときは、再任されたものとみなす。＞ 

 
（注１）一般法人法第66条参照。理事の任期は、定款の定めにより短縮することが可能である。 

（注２）一般法人法第67条第2項に基づき、補欠理事又は監事の任期を退任した理事又は監事の任期満

了時とする場合は、第１項の次に次の１項を加えること。 

２ 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 

（注３）会計監査人を置いていない場合、〈〉内は不要である。 

 

（役員〈及び会計監査人〉の解任） 

第二十九条 役員〈及び会計監査人〉は、社員総会の決議によって解任することができる。 

＜２ 監事は、会計監査人が、次の各号のいずれかに該当するときは、監事全員の同意に

より、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任

の理由を、解任後最初に招集される社員総会に報告するものとする。 

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 

(2) 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。 

(3) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。＞ 

 
（注１）一般法人法第70条第１項参照。 

（注２）監事を解任する場合は特別決議が必要（一般法人法第49条第２項）。 

（注３）第２項は、一般法人法第71条参照。 

（注４）会計監査人を置いていない場合、〈〉内は不要である。 

 

（役員〈及び会計監査人〉の報酬等） 

第三十条 理事及び監事に対して、（例：社員総会において定める総額の範囲内で、社員

総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を）報酬等として支給

することができる。 

＜２ 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。

＞ 

 
（注１）第１項のように、理事及び監事の報酬等の額について定款に定めないときは、社員総会の決

議によって定める必要がある。 

（注２）費用弁償分については報酬等に含まれない。 

（注３）会計監査人を置いていない場合、〈〉内は不要である。 

第七章 理事会 
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（構成） 

第三十一条 本法人に理事会を置く。 

２ 理事会は、全ての理事をもって構成する。 

 

（権限） 

第三十二条 理事会は、次の職務を行う。 

(1) 本法人の業務執行の決定 

(2) 理事の職務の執行の監督 

(3) 代表理事の選定及び解職 

〈２ 前項に掲げる職務のほか、理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制その他業務の適正を確保するために必要な体制の整備に関する事項は、理

事会において定める。〉 

 
（注）会計監査人を置いていない場合、〈〉内は不要である。 

なお、第２項に規定する「理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための

体制その他業務の適正を確保するために必要な体制の整備に関する事項」とは次の事項をいう。 

① 理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

② 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

③ 理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

④ 職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

⑤ 監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項 

⑥ 前号の職員の理事からの独立性に関する事項 

⑦ 監事の第五号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項 

⑧ 理事及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制 

⑨  前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確

保するための体制 

⑩  監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行につい

て生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

⑪ その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 

第三十三条 代表理事の選定及び解職は、認定所轄庁の認可をもって、その効力を生じる。 

 

（招集） 

第三十四条 理事会は代表理事が招集する。 

２ 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 

 
（注）一般法人法第93条第１項参照。原則として、各理事が理事会を招集するが、理事会を招集する

理事を定款又は理事会で定めることも可能。 

 

（決議） 

第三十五条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過

半数が出席し、その過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件

を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 

 
（注１）一般法人法第95条第１項参照。第1項については、過半数に代えて、これを上回る割合を定款

で定めることも可能である。 

（注２）特別の利害を有する理事が議決に加わることはできない（一般法人法第95条第2項）。 

（注３）理事会については、代理人による議決権の行使、書面による議決権の行使は認められない。 
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（注４）可否同数の場合に、議長に２票を与えるような定款の定めは不可。 

（注５）第２項では、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該

提案につき理事（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又は

電磁的記録により同意の意思表示をしたとき（監事が当該提案について異議を述べたときを除

く。）は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす旨を定款に定めることも

できる（一般法人法第96条）。なお、本項を定款に定めない場合、同条に基づく決議の省略を行

うことはできないので留意のこと。 

（議事録） 

第三十六条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 

 
（注）定款で、記名押印する者を、当該理事会に出席した代表理事及び監事とすることも可能である

（一般法人法第95条第３項）。 

 

第八章 社会福祉連携推進評議会 

（構成） 

第三十七条 本法人に社会福祉連携推進評議会を置く。 

２ 社会福祉連携推進評議会は、福祉サービスを受ける立場にある者、社会福祉に関する

団体、学識経験を有する者その他の関係者をもって構成する。 

３ 社会福祉連携推進評議会の定員は、○人以内とする。 

４ 社会福祉連携推進評議会の構成員は、社員総会の決議によって、第２項に掲げる者の

中から選任し、または解任することができる。 

 
（注１）社会福祉連携推進評議会の定員は３人以上とすること。 

（注２）社会福祉連携推進評議会の構成員は、当該法人が行う業務の内容に応じ、例えば、次のよう

な者から構成することが考えられる。 

・ 福祉サービスの利用者団体から推薦を受ける者 

・ 福祉サービスの経営者団体から推薦を受ける者 

・ 学識有識者 

・ 介護福祉士・社会福祉士等の職能団体から推薦を受ける者 

・ 社会福祉協議会から推薦を受ける者 

・ 共同募金会から推薦を受ける者 

・ ボランティア団体から推薦を受ける者 

・ 自治会から推薦を受ける者 

・ 民生委員・児童委員 

・ 福祉人材の養成機関から推薦を受ける者 

・ 就労支援機関から推薦を受ける者 

・ 商工会議所から推薦を受ける者 

・ 地方公共団体から推薦を受ける者 

・ その他地域福祉に関して中立公正な立場から意見を述べられる団体から推薦を受ける者又は

個人  

 

（権限） 

第三十八条 社会福祉連携推進評議会は、本法人に対し、次の事項について、社員総会及

び理事会において必要な意見を述べることができる。 

(1) 第11条の承認の適否 

(2) 事業計画の内容 

(3) 社会福祉連携推進評議会の定数の変更 

(4) 構成員の過半数の賛成により、意見を述べる必要があるとされた事項 

(5) 代表理事から求めがあった事項 
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２ 社会福祉連携推進評議会は、社会福祉連携推進方針に照らし、本法人の業務の実施の

状況について評価を行い、必要があると認めるときは、社員総会及び理事会において意

見を述べることができる。 

３ 本法人は、前項の意見を尊重するものとする。 

 

（開催） 

第三十九条 社会福祉連携推進評議会は、毎年度○月に１回開催するほか、必要がある場

合に開催する。 

 

（招集） 

第四十条 社会福祉連携推進評議会は、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。 

２ 社会福祉連携推進評議会の構成員は、代表理事に対し、社会福祉連携推進評議会の目

的である事項及び招集の理由を示して、社会福祉連携推進評議会の招集を請求すること

ができる。 

 

第九章 資産及び会計 

第四十一条 本法人の資産は次のとおりとする。 

(1) 設立当時の財産 

(2) 設立後寄附された金品 

(3) 事業に伴う収入 

(4) その他の収入 

２ 本法人の設立当時の財産目録は、主たる事務所において備え置くものとする。 

 

第四十二条 本法人の資産のうち、次に掲げる財産を基本財産とする。 

(1) ・・・ 

(2) ・・・ 

(3) ・・・ 

２ 基本財産は処分し、又は担保に供してはならない。ただし、特別の理由のある場合に

は、理事会及び社員総会の承認を得て、処分し、又は担保に供することができる。 

 
（注）基本財産を定めないことも可能である。 

 

（資産の管理） 

第四十三条 本法人の資産は、理事会の定める方法により、代表理事が管理する。 

２ 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実

な有価証券に換えて、保管する。 

 
（注）基本財産以外の資産において、株式投資又は株式を含む投資信託等による管理運用を行う場合

には、第二項の次に次の一項を加える。 

３ 前項の規定にかかわらず、基本財産以外の資産のうちの現金については、理事会の議決を経

て、株式に換えて保管することができる。 

 

（事業計画及び収支予算） 

第四十四条 本法人の事業計画書、収支予算書については、毎会計年度の開始の日の前日

までに、代表理事が作成し、＜例１：理事会の承認、例２：理事会の決議を経て、社員

総会の承認＞を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 

２ 前項の書類については、主たる事務所（及び従たる事務所）に、当該会計年度が終了
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するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 

 

（事業報告及び決算） 

第四十五条 本法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、代表理事が次の

書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 

(1) 事業報告 

(2) 事業報告の附属明細書 

(3) 貸借対照表 

(4) 損益計算書 

(5) 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書 

(6) 財産目録 

２ 前項の承認を受けた書類のうち、(1)、(3)、(4)及び(6)の書類については、定時社員

総会に提出し、(1)の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認

を受けなければならない。 

３ 第１項に掲げる書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間（、また、従たる事務

所に３年間）備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所（及び従た

る事務所に）に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 

(1) 監査報告 

(2) 理事及び監事の名簿 

(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類 

(4) 事業の概要等を記載した書類 

 
（注）会計監査人を置いている場合は例えば次のような規定とすることが考えられる。 

第四十五条 本法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、代表理事が次の書類を

作成し、監事の監査を受け、かつ、(3)から(6)までの書類について会計監査人の監査を受けた

上で、理事会の承認を受けなければならない。 

(1) 事業報告 

(2) 事業報告の附属明細書 

(3) 貸借対照表 

(4) 損益計算書 

(5) 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書 

(6) 財産目録 

２ 前項の承認を受けた書類のうち、(1)、(3)、(4)及び(6)の書類については、定時社員総会に

報告するものとする。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第127 条の適用を

受けない場合には、(1)の書類を除き、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の承認を

受けなければならない。 

３ 第１項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間（、また、従たる事務所に３年間）

備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所（及び従たる事務所）に備え置

き、一般の閲覧に供するものとする。 

(1) 監査報告 

(2) 会計監査報告 

(3) 理事及び監事の名簿 

(4) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類 

(5) 事業の概要等を記載した書類 

 

第四十六条 決算の結果、剰余金を生じたとしても、配当してはならない。 

 

（会計年度） 

第四十七条 本法人の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月31日をもって終わる。 
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（会計処理の基準） 

第四十八条 本法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理

事会において定める経理規程により処理する。 

 

（臨機の措置） 

第四十九条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄を

しようとするときは、理事総数の３分の２以上の同意がなければならない。 

 

第五十条 本法人は、毎会計年度終了後３月以内に、次の書類を認定所轄庁に届け出なけ

ればならない。 

(1) 第45条第１項(1)から(6)までに掲げる書類 

(2) 第45条第３項(1)から(4)までに掲げる書類 

 

（社会福祉連携推進目的取得財産残額の算定） 

第五十一条 代表理事は、毎会計年度、当該会計年度の末日における社会福祉連携推進目

的取得財産残額を算定し、財産目録に記載するものとする。 

 

第十章 定款の変更及び解散 

（定款の変更） 

第五十二条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。 
（注）一般法人法第49条第２項及び第146条参照。定款変更は特別決議が必要である。 

 

第五十三条 この定款の変更は、認定所轄庁の認可をもって、その効力を生じる。 

 

第五十四条 本法人は、事務所の所在地又は公告の方法に係る定款の変更をしたときは、

遅滞なく、その旨を認定所轄庁に届け出なければならない。 

 

（解散） 

第五十五条 本法人は、次の事由によって解散する。 

(1) 目的たる業務の成功の不能 

(2) 社員総会の決議 

(3) 社員の欠亡 

(4) 破産手続開始の決定 

２ 本法人は、総社員の３分の２以上の賛成がなければ、前項(2)の社員総会の決議をする

ことができない。 

３ 第１項(1)から(3)までの事由により解散する場合は、あらかじめ認定所轄庁に社会福

祉連携推進認定の取消しを申請しなければならない。 

 

第五十六条 本法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理

事がその清算人となる。ただし、社員総会の議決によって理事以外の者を選任すること

ができる。 

２ 清算人は、次の(1)から(3)までに掲げる職務を行い、又、当該職務を行うために必要

な一切の行為をすることができる。 

(1) 現務の結了 

(2) 債権の取立て及び債務の弁済 

(3) 残余財産の引渡し 
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（注１）一般法人法第209条第１項参照。 

（注２）第１項ただし書きについて、清算人を定款においてあらかじめ定めておくことも可能である。 

 

（社会福祉連携推進認定の取消し等に伴う贈与） 

第五十七条 本法人が社会福祉連携推進認定の取消しの処分を受けた場合には、社員総会の

決議を経て、社会福祉連携推進目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該社会福祉連

携推進認定の取消しの日から１箇月以内に、国若しくは地方公共団体、他の社会福祉連携

推進法人、社会福祉法人のいずれかに贈与するものとする。 

 
（注）公益認定法第４条による公益認定を受けた法人である場合、本条は適用しない。 

 

（残余財産の帰属） 

第五十八条 本法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、

国若しくは地方公共団体、他の社会福祉連携推進法人又は社会福祉法人（社員を除く。）

のいずれかに贈与するものとする。 

 
（注）公益認定法第４条による公益認定を受けた法人である場合、本条は適用しない。 

 

第十一章 公告の方法 

（公告の方法） 

第五十九条 本法人の公告は、社会福祉連携推進法人○○○の掲示場に掲示するとともに、

官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。 

 
（注）解散時の債権申出の催告及び破産手続の開始については、官報によって公告すること。 

 

第12章 雑則 

第六十条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。 

 

附則 

１ 本法人の設立時社員の名称又は氏名及び住所は、次のとおりである。 

○県○市○町○丁目○番○号○法人○会 

○県○市○町○丁目○番○号○法人○会 

○県○市○町○丁目○番○号○○○○ 

２ 本法人の設立時役員の氏名及び住所は、次のとおりである。 

代表理事○県○市○町○丁目○番○号 

○法人○会○○○○ 

理事○県○市○町○丁目○番○号 

○法人○会○○○○ 

  ・ 

  ・ 

  ・ 

監事○県○市○町○丁目○番○号 

○○ ○○ 
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（別記様式１）  

 

 

（元号）○年度社会福祉連携推進法人○○○業務評価 

 

 

１．評議会開催日 

（元号）○年○月○日 

 

２．評価項目 

（１）社会福祉連携推進方針に照らした個々の業務の実施状況・費用対効果について 

地域福祉 

支援業務 

 

災害時支援 

業務 

 

経営支援 

業務 

 

貸付業務 
 

人材確保等 

業務 

 

物資等供給 

業務 

 

※   各業務の改善点や費用対効果等について意見を求め、当該意見の内容を上記に記載す

る。 

 

（２）事業報告書の内容について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※  事業報告書の記載内容について意見を求め、当該意見の内容を上記に記載する。 
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（３）全体評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※  法人運営全般に関し、適正に運営していると認められるか否かについて意見を求め、

当該意見の内容を上記に記載する。 
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（別記様式２）  

 

社会福祉連携推進審査申請書 
 

 

 

設立代表者 

住所  

氏名  

申請年月日  

ふ り が な 

法人の名称 
 

法人番号  

社会福祉連携推進法人 

設立の趣意 
 

主たる事務所 所在地  

従たる事務所 
※ある場合のみ 

所在地  

実施する業務の内容 
※該当するものに○を付すこと。 

社会福祉連携推進業務 

その他

業務 
地域福祉 

支援業務 

災害時支

援業務 

経営支援

業務 
貸付業務 

人材確保

等業務 

物資等供

給業務 

       

資

産 

純資産 

③-④ 

内          訳 

①社会福祉連携推進

目的事業財産 
②その他財産 

③財産計 

①+② 
④負債 

円 円 円 円 円 

会

費

等 

入会金 会費（月額・年額） その他 

円 円 円 
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役

員 

代表理事、

理事、監事

の別 

役員の資格（該当に○） 

氏名 
親族等の

特殊関係

者の有無 

他の法人の理事長への就

任状況 
社会福

祉識見 
福祉サー

ビス実情 

財務管

理識見 
その他 

有無 法人名 

         

         

         

         

         

         

         

         

職

員

数 
 

評

議

会

の

構

成

員 

氏名 

構成員の資格等（該当に○） 

福祉サービスを受

ける立場にある者 

社会福祉に関

する団体 

学識経験を

有する者 
その他 

     

     

     

社

員 

法人名称 法人格の種類 代表者氏名 

   

   

   

   

   

（注意事項） 

・ 行が不足する場合は、適宜追加すること。
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（添付資料）  

⑴ 定款 

⑵ 社会福祉連携推進方針（別記様式３） 

⑶ 登記事項証明書 

⑷ 役員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類 

⑸ 法第127条各号に規定する認定基準のいずれにも適合することを証する書類（別記様式

４） 

⑹ 法第128条各号に規定する欠格事由のいずれにも該当しないことを証する書類（別記様式

５） 

⑺ 社会福祉連携推進評議会の構成員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類 

⑻ 社員の名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類 

⑼ 役員・社会福祉連携推進評議会の構成員の履歴書及びその就任に係る承諾書類 

⑽ 認定申請段階において当該社会福祉連携推進法人に帰属すべき財産の財産目録 

⑾ 認定申請を行う会計年度及びその次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う収支

予算書 

⑿ その他認定所轄庁が必要と認める書類 

⒀ 貸付業務を行う場合にあっては、次に掲げる書類 

ア 貸付事前合意書（別紙１様式） 

イ 貸付対象社員における貸付金の使途に関する事業計画 

ウ 貸付原資提供社員と連携推進法人との間の金銭消費貸借契約書案 

エ 連携推進法人と貸付対象社員との間の金銭消費貸借契約書案 

オ 連携推進法人において、当該貸付を行うことにつき意思決定を行った際の理事会及び

社員総会議事録 

カ 貸付原資提供社員において、当該貸付を行うことにつき意思決定を行った際の理事会

及び評議員会議事録 

キ 貸付対象社員において、当該貸付を受けることにつき意思決定を行った際の理事会及

び評議員会議事録 
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（別記様式３） 

 

 

社会福祉連携推進方針 

 

社会福祉連携推進認

定後の法人の名称 
社会福祉連携推進法人 ○○会 

理念・運営方針 

1. 社会福祉連携推進業務を通じて、地域住民に安心、安

全かつ室の高い福祉サービスの提供を目指す。 

2. 福祉人材の育成・確保、定着を目指す。 

3. 地域ニーズの変化を踏まえ、地域における福祉サービ

スを維持・確保していくため、効率的かつ透明性の高

い経営の確保を目指す。 

社員の名称 
社会福祉法人○○、社会福祉法人●●、NPO□□、株式会

社■■、株式会社△△ 

社会福祉連携推進区

域の範囲 
大津市全域 

社

会

福

祉

連

携

推

進

業

務

の

内

容 

地域福祉 

支援業務 

社員が共同で行う「地域における公益的な取組」の企画・

立案、実施に向けた調整業務 

災害時支援 

業務 
実施なし 

経営支援 

業務 
社員の財務状況の分析・助言 

貸付業務 実施なし 

人材確保等 

業務 

社員の人材の合同募集、社員間の人事交流、合同研修の実

施等の調整業務 

物資等供給 

業務 
実施なし 

その他業務の内容 実施なし 

 



 - 54 - 

 

※ 以下は貸付業務を行う場合のみ記載。 

貸付件名 令和５年４月１日の社員○○に対する○○円の貸付け 

貸付契約締結日 令和４年１２月１日 

貸付対象社員の名称 社会福祉法人○○ 

貸付対象社員への 

貸付総額 
○○円 

貸付対象社員におけ

る重要事項に係る承

認の方法 

貸付対象社員の評議員会において、各年度の予算・決算等

を決議するに当たっては、あらかじめ社会福祉連携推進法

人の理事会において、承認を受けなければならないものと

する。 

（注意事項） 

・ 行が不足する場合は、適宜追加すること。 

・ 記載欄中の記述は記載例です。 
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（別記様式４） 

 
社会福祉法第 127条各号に規定する認定基準のいずれにも適合することを証する書類 

 

１ 社会福祉連携推進業務を主たる目的としていること（第１号） 

社会福祉連携推進業務に 

係る事業費率の見込み 

事業費率 

【 （①＋②）／（①＋② 

＋③＋④＋⑤＋⑥） 】 

％ 

 

社会福祉連携推進業務に係る 

サービス活動費用計① 
円 

社会福祉連携推進業務に係る 

サービス活動外費用計② 
円 

その他業務に係る 

サービス活動費用計③ 
円 

その他業務に係る 

サービス活動外費用計④ 
円 

法人本部に係る 

サービス活動費用計⑤ 
円 

法人本部に係る 

サービス活動外費用計⑥ 
円 

（注意事項） 

・ 事業計画書や予算書等において上記の事業費率が５０％超であること。 

 

２ 社員の構成が適当であること（第２号） 

社員の名称 
法人格 

の種別 

社員に参画できる者 

※該当する欄に○を付すこと。 
 

①社会福祉 

法人 

②社会福祉事 

業経営法人 

③その他福祉サ

ービス事業経営

法人 

④ 社会福祉事

業従事者養

成機関経営

法人 

１社員当た

りの議決権

の数 
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合計数 

     

社員計：  

（注意事項） 

・ 社員は、上記の表の①から④までのいずれかに該当するものであること。 

・ 社員は２以上であること。 

・ 社員の過半数は社会福祉法人であること。 

・ 議決権総数の過半数は社会福祉法人であること。 

・ １の社員に対し、議決権総数の半数を超える議決権を配分しないこと。 

 

３ 社会福祉連携推進業務を適切にかつ確実に行うに足りる知識及び能力並び

に財産的基礎があること（第３号） 

 

①社会福祉連携推進業務を適切か

つ確実に行うに足りる知識及び能

力 

社会福祉法に定める組織機関を全て備えるとともに、会費収

入により、法人本部に職員２名を配置している。 

②財産的基礎 
会費により、年間事業費○千万円を確保することにしてい

る。 

（注意事項） 

・ 上記の①及び②について、法人において措置している内容を記載すること。 

・ 記載欄中の記述は記載例です。 



 - 57 - 

 

４ 社員の資格の得喪につき、不当な条件がないこと（第４号） 

①社員の資格の取得ルール 

定款第○条の規定により、社員になろうとする者は、理事

会の定めるところにより申込みをし、理事会の承認を得る

必要がある。 

②社員の資格の喪失ルール 

〈退社〉 

定款第○条の規定により、社員は、社員総会において定め

る退社届を提出することにより、いつでも退社できる。 

〈除名〉 

定款第○条の規定により、 

・定款その他の規則に違反したとき 

・本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたと

き 

・その他除名すべき正当な理由があるときには、社員総会

の決議によって当該社員を除名することができる。 

〈社員資格の喪失〉 

定款第○条の規定により、 

・会費の支払義務を２年以上履行しなかったとき 

・総社員が同意したとき 

・当該社員に係る法人が解散したときには、その資格を喪

失する。 

（注意事項） 

・ 定款等に定める社員の資格の得喪に関するルールを記載すること。 

・ 社会福祉連携推進法人の目的に照らし、不当に差別的なルールとなっていないこと。 

・ 記載欄中の記述は記載例です。 

 

５ 定款に必要事項が記載されていること（第５号） 

定款記載事項 記載の有無 

① 社員の議決権に関する事項 有  ・  無 

② 役員に関する事項 有  ・  無 

③ 代表理事を１人置く旨 有  ・  無 

④ 理事会を置く旨及び理事会に関する事項 有  ・  無 

⑤ 事業の規模が政令で定める基準を超える一般社団法人の記載事項 有  ・  無 

⑥ 社会福祉連携推進評議会を置く旨及び構成員の選任・解任の方法 有  ・  無 
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⑦ 貸付対象社員が予算の決定又は変更等を決定するに当たって、あらかじめ

当該一般社団法人の承認を受けなければならないこととする旨 
有  ・  無 

⑧ 資産に関する事項 有  ・  無 

⑨ 会計に関する事項 有  ・  無 

⑩ 解散に関する事項 有  ・  無 

⑪ 社会福祉連携目的取得財産残額は国又は地方公共団体等に贈与する旨 有  ・  無 

⑫ 清算時に残余財産を国等に帰属させる旨 有  ・  無 

⑬ 定款の変更に関する事項 有  ・  無 

（注意事項） 

・ 上記事項のほか、一般法人法第 11 条第 1 項の規定により、次の事項の記載が必要。 

ア 目的 

イ 名称 

ウ 主たる事務所の所在地 

エ 設立時社員の氏名又は名称及び住所 

オ 社員の資格の得喪に関する規定 

カ 公告方法 

キ 事業年度 
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（別記様式５） 

 
社会福祉法第 128条各号に規定する欠格事由のいずれにも該当しないことを証する書類 

 

区分 
事実の有無 

① 理事及び監事のうちに、次のいずれかに該当する者の有無  

 

イ 社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進認定を取り消さ

れた場合において、その取消しの原因となった事実があった日

以前１年内に当該社会福祉連携推進法人の業務を行う理事で

あったものでその取消しの日から５年を経過しない者 

有  ・  無 

ロ 社会福祉法その他社会福祉に関する法律で政令で定めるも

のの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、

又は執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない

者（ハに該当する者を除く。） 

有  ・  無 

ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の

執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者 
有  ・  無 

ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2条第 6

号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年

を経過しない者（以下「暴力団員等」という。） 

有  ・  無 

② 社会福祉連携推進認定を取り消され、その取消しの日から５年を経

過しない者 
有  ・  無 

③ 暴力団員等がその事業活動を支配するもの 有  ・  無 

（注意事項） 

１ ①のロにいう「その他社会福祉に関する法律」とは、社会福祉法施行令第 34 条に掲げる法律をいう

ものであること。 

※ 児童福祉法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、生活保護法、老人福

祉法、社会福祉士及び介護福祉士法、介護保険法、精神保健福祉士法、児童買春・児童ポルノに係

る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律、児童虐待の防止等に関する法律、障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に

対する支援等に関する法律、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律、子ども・子育て支援法、

国家戦略特別区域法（第 12 条の 5 第 15 項及び第 17項から第 19 項までの規定に限る。）、公認心理

師法、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律、自殺対策の

総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律 

２ ①のニ及び③の証明に当たっては、次に掲げる者による表明・確約書を添付すること。 

・ 当該社会福祉連携推進法人の理事及び監事（別添１） 

・ 当該社会福祉連携推進法人の社員（別添２） 
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（別添１）※役員用 

 

 

表明・確約書 

 

 

 

大津市長  

 

 

 

                         所属・職名  ○○○ 

 

                         氏    名  ○○ ○○ 

 

 

 

 私は、現在及び将来にわたって、次に掲げる事項のいずれにも該当しないことを表明、

確約します。 

 

 

（１） 暴力団員 

（２） 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

 

 

 

                        年  月  日 

                             

氏名（自署）               
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（別添２）※社員用 

 

 

表明・確約書 

 

 

 

大津市長  

 

 

 

                          法 人 名  ○○○ 

 

                     代 表 者 名  ○○ ○○ 

 

 

 

 当法人は、現在及び将来にわたって、次に掲げる事項のいずれにも該当しないことを

表明、確約します。 

 

 

（１）  暴力団 

（２） 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する法人 

 

 

 

                         年  月  日 

 

                   法  人  名  ○○○ 

 

代表者名（自署）                
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（別記様式６）  

（ 文 書 番 号 ） 

（元号）○年○月○日   

  

大津市長   

（ 申  請  者 ）  

社会福祉連携推進法人○○○  

代表理事 ○○ ○○ 

 

社会福祉連携推進認定の認定申請について 

 

 社会福祉法第126条第1項の規定に基づき、社会福祉連携推進認定を受けたいので、別添

の申請書に関係書類を添えて、貴庁の認定を申請する。 

 

（添付資料）  

① 定款 

② 社会福祉連携推進方針（別記様式３） 

③ 登記事項証明書 

④ 役員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類 

⑤ 法第127条各号に規定する認定基準のいずれにも適合することを証する書類（別記様式

４） 

⑥ 法第128条各号に規定する欠格事由のいずれにも該当しないことを証する書類（別記様式

５） 

⑦ 社会福祉連携推進評議会の構成員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類 

⑧ 社員の名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類 

⑨ 役員・社会福祉連携推進評議会の構成員の履歴書及びその就任に係る承諾書類 

⑩ 認定申請段階において当該社会福祉連携推進法人に帰属すべき財産の財産目録 

⑪ 認定申請を行う会計年度及びその次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う収支

予算書 

⑫ その他認定所轄庁が必要と認める書類 

⑬ 貸付業務を行う場合にあっては、次に掲げる書類 

ア 貸付事前合意書（別紙１様式） 

イ 貸付対象社員における貸付金の使途に関する事業計画 

ウ 貸付原資提供社員と連携推進法人との間の金銭消費貸借契約書案 

エ 連携推進法人と貸付対象社員との間の金銭消費貸借契約書案 

オ 連携推進法人において、当該貸付を行うことにつき意思決定を行った際の理事会及び

社員総会議事録 

カ 貸付原資提供社員において、当該貸付を行うことにつき意思決定を行った際の理事会

及び評議員会議事録 

キ 貸付対象社員において、当該貸付を受けることにつき意思決定を行った際の理事会及

び評議員会議事録 
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社会福祉連携推進認定申請書 
 

 

 

設立代表者 

住所  

氏名  

申請年月日  

ふ り が な 

法人の名称 
 

法人番号  

社会福祉連携推進法人 

設立の趣意 
 

主たる事務所 所在地  

従たる事務所 
※ある場合のみ 

所在地  

実施する業務の内容 
※該当するものに○を付すこと。 

社会福祉連携推進業務 

その他

業務 
地域福祉 

支援業務 

災害時支

援業務 

経営支援

業務 
貸付業務 

人材確保

等業務 

物資等供

給業務 

       

資

産 

純資産 

③-④ 

内          訳 

①社会福祉連携推進

目的事業財産 
②その他財産 

③財産計 

①+② 
④負債 

円 円 円 円 円 

会

費

等 

入会金 会費（月額・年額） その他 

円 円 円 
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役

員 

代表理事、

理事、監事

の別 

役員の資格（該当に○） 

氏名 
親族等の

特殊関係

者の有無 

他の法人の理事長への就

任状況 
社会福

祉識見 
福祉サー

ビス実情 

財務管

理識見 
その他 

有無 法人名 

         

         

         

         

         

         

         

         

職

員

数 
 

評

議

会

の

構

成

員 

氏名 

構成員の資格等（該当に○） 

福祉サービスを受

ける立場にある者 

社会福祉に関

する団体 

学識経験を

有する者 
その他 

     

     

     

社

員 

法人名称 法人格の種類 代表者氏名 

   

   

   

   

   

（注意事項） 

・ 行が不足する場合は、適宜追加すること。 
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（別記様式７）  

 

 

（ 文 書 番 号 ） 

（元号）○年○月○日   

 

  

大津市長   

 

 

（ 申  請  者 ）  

社会福祉連携推進法人○○○  

代表理事 ○○ ○○ 

 

 

定款変更の認可申請について 

 

 

社会福祉法第139条第１項の規定に基づき、定款変更の認可を受けたいので、別添の申請

書に関係書類を添えて、貴庁の認可を申請する。  

 

（添付資料）  

①  当該定款変更後の定款全文  

②  当該定款変更に係る理事会議事録  

③  当該定款変更に係る社員総会議事録  

④  その他当該定款変更に関する参考資料 
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（別添） 

定款変更認可申請書 

 

（表 面） 

申

請

者 

主たる事務所 

の所在地 
 

ふりがな 

法人の名称 
 

法人番号  

代表理事の氏名  

定

款

変

更

の

内

容

及

び

理

由 

内容 
理由 

変更前の条文 変更後の条文 

   

 

（裏 面） 

定

款

変

更

の

内

容

及

び

理

由 

内容 
理由 

変更前の条文 変更後の条文 

   

（注意事項） 

・ 行が不足する場合は、適宜追加すること。 

・ 変更前の条文と変更後の条文を比較表とすることが困難な場合には、対比表の形式によらないこと

も差し支えないこと。 
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（別記様式８）  

 

（ 文 書 番 号 ） 

（元号）○年○月○日 

 

  

大津市長   

 

 

（ 申  請  者 ）  

社会福祉連携推進法人○○○  

代表理事 ○○ ○○ 

 

 

定款変更の届出について 

 

社会福祉法第139条第３項の規定に基づき、定款変更を行ったので、別添の届出書に関係

書類を添えて、貴庁に届出を行う。  

 

（添付資料）  

① 当該定款変更後の定款全文  

② 当該定款変更に係る理事会議事録  

③ 当該定款変更に係る社員総会議事録  

④ その他当該定款変更に関する参考資料 
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（別添） 

定款変更届出書 

 

（表 面） 

届

出

者 

主たる事務所 

の所在地 
 

ふりがな 

法人の名称 
 

法人番号  

代表理事の氏名  

定

款

変

更

の

内

容 

変更前の条文 変更後の条文 

  

 

（裏 面） 

定

款

変

更

の

内

容 

変更前の条文 変更後の条文 

  

（注意事項） 

・ 行が不足する場合は、適宜追加すること。 

・ 変更前の条文と変更後の条文を比較表とすることが困難な場合には、対比表の形式によらないこと

も差し支えないこと。 
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（別記様式９） 

 

（ 文 書 番 号 ） 

（元号）○年○月○日   

 

 

大津市長   

 

 

（ 申  請  者 ）  

社会福祉連携推進法人○○○  

代表理事 ○○ ○○ 

 

 

社会福祉連携推進方針変更の認定申請について 

 

社会福祉法第140条の規定に基づき、社会福祉連携推進方針変更の認定を受けたいので、

別添の申請書に関係書類を添えて、貴庁の認定を申請する。  

 

（添付資料）  

① 当該方針変更後の社会福祉連携推進方針全文  

② 当該方針変更に係る理事会議事録  

③ 当該方針変更に係る社員総会議事録  

④ その他当該方針変更に関する参考資料  

 

※ 社会福祉連携推進業務のうち、貸付業務を行う場合は、上記に加え、別紙１の４の（２）

の①から⑦までに掲げる書類を添付すること。  
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（別添） 

 

社会福祉連携推進方針変更認定申請書 

 

（表 面） 

申
請
者 

主たる事務所 

の所在地 
 

ふりがな 

法人の名称 
 

法人番号  

代表理事の氏名  

社
会
福
祉
連
携
推
進
方
針 

変
更
の
内
容
及
び
理
由 

内容 

理由 

変更前の記載 変更後の記載 

   

 

（裏 面） 

社
会
福
祉
連
携
推
進
方
針 

変
更
の
内
容
及
び
理
由 

内容 

理由 

変更前の記載 変更後の記載 

   

（注意事項） 

・ 行が不足する場合は、適宜追加すること。 

・ 変更前の記載と変更後の記載とを対比表とすることが困難な場合には、対比表の形式によらない

ことも差し支えないこと。 
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（別記様式１０） 

 

（ 文 書 番 号 ）  

（元号）○年○月○日 

 

 

大津市長    

 

  

（ 申  請  者 ）  

社会福祉連携推進法人○○○  

代表理事 ○○ ○○ 

 

 

代表理事の（選定・解職）に係る認可申請について 

 

社会福祉法第142条の規定に基づき、代表理事の（選定・解職）に係る認可を受けたいの

で、関係書類を添えて、下記のとおり貴庁の認可を申請する。  

 

記 

 

１．（代表理事に選定された者・解職された代表理事）の住所、氏名 

住所 
 

氏名 
 

 

２．（選定・解職）の理由 

 

 

（添付資料） 
① 当該代表理事の履歴書（選定の場合に限る。） 

② 当該代表理事の（選定・解職）に係る理事会議事録  

③ その他当該代表理事の選定又は解職に関する参考資料 

 

 

 


